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平成26年知立市議会９月定例会市民福祉委員会 

 

 

  １．招集年月日  平成26年９月19日（金） 午前10時00分 

  ２．招集の場所  第１委員会室 

  ３．出席委員（７名） 

     杉山 千春     三宅 守人     高木千恵子     永田 起也 

     稲垣 達雄     佐藤  修     石川 信生 

  ４．欠席委員 

     な し 

  ５．会議事件説明のため出席した者の職氏名 

     市 長   林  郁夫      副 市 長   清水 雅美 

     福祉子ども部長   成瀬 達美      福 祉 課 長   長谷 嘉之 

     子 ど も 課 長   星野 主税      保 険 健 康 部 長   加藤  初 

     長 寿 介 護 課 長   中村 明広      国 保 医 療 課 長   正木  徹 

     健 康 増 進 課 長   清水 弘一      市 民 部 長   山口 義勝 

     市 民 課 長   稲垣 利之      経 済 課 長   早川  晋 

     環 境 課 長   高木  勝 

  ６．職務のため出席した者の職氏名 

     議 会 事 務 局 長   島津 博史      議 事 課 長   横井 宏和 

     議 事 係 長   近藤 克好      議 事 係   野々山英里 

  ７．会議に付した事件（又は協議事項）及び審査結果 

                  事  件  名                審査結果 

    議案第43号 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援 

に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理 

に関する条例 

原案可決 

    議案第44号 
母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条 

例 
  〃 

    議案第47号 知立市心身障害者扶助料支給条例の一部を改正する条例   〃 

    議案第48号 
知立市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定 

める条例 
  〃 

    議案第49号 
知立市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条 

例 
   〃 

    議案第50号 
知立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す 

る基準を定める条例 
   〃 

    陳情第23号 憲法をいかして住民生活の向上を求める陳情書  不採択 

    陳情第24号 憲法をいかして住民生活の向上を求める陳情書    〃 

    陳情第26号 
「(仮)手話言語法」の早期制定を求める意見書の提出を求める陳 

情書 
 採 択 
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――――――――――――――――――――――― 

午前９時59分開会 

○稲垣委員長 

 定足数に達していますので、ただいまから市民

福祉委員会を開会します。 

 本委員会に付託されました案件は９件、すなわ

ち議案第43号、議案第44号、議案第47号、議案第

48号、議案第49号、議案第50号、陳情第23号、陳

情第24号、陳情第26号です。これらの案件を逐次

議題といたします。 

 なお、陳情第26号の１件につきましては、趣旨

説明の希望があります。まずこの委員会の冒頭で

趣旨説明を行い、陳情の審査につきましては、本

委員会に付託されました議案等の審査が終了した

後に行いますので、御承知願います。 

 それでは、陳情提出者の趣旨説明を行います。 

 初めに、手順を説明いたします。 

 説明者の方は、お名前をお呼びしましたら、正

面の説明席に着いていただきます。そして、趣旨

説明をしていただきます。説明の時間は１件につ

き５分で、複数の件数の場合はまとめて10分程度

といたします。 

 なお、手話通訳者の方を介しての説明につきま

しては、１件10分といたします。 

 説明終了後、説明に対する委員の質問を行いま

す。質問終了後、説明者の方は傍聴席に移動して

いただきます。 

 なお、説明及び質問の応答の際は、説明者並び

に委員は委員長が指名しましたら、その場に立っ

て行ってください。 

 それでは、知立市聴覚障害者協会より提出され

ました陳情第26号の提出者、中嶋宇月さん、説明

席にお座りください。 

 中嶋さん、陳情第26号の趣旨説明をお願いしま

す。 

○中嶋宇月氏 

 初めまして。私、中嶋宇月と申します。知立市

聴覚障害者協会会長を務めています。 

 本日、大変な会議のときにお時間をいただき、

どうもありがとうございます。陳情書についてお

話ししたいと思います。 

 まず、2006年、国連で障害者権利条約を採択さ

れました。その中に、手話は言語ですということ

が明記されました。それにあわせて日本も2011年、

障害者基本改正がありまして、手話は言語ですと

いうことが明記されました。 

 しかし、手話についての問題は全くまだ曖昧な

ままです。そのような状況です。そのために、手

話は何だろうか、はっきり定義されるように手話

の言語法の策定を求めますという内容です。 

 今、社会は、まだまだ手話に対する誤解、偏見、

聴覚障がい者のそういった暮らし、わからないと

ころがたくさんあります。例えば、ちょっと見え

づらいかもしれませんが、これは、ある病院の、

ある聾の高齢者の入院されている様子です。手袋

をはめさせられ、そういう状況で手すりに縛られ

た状況でした。たまたまこの聾高齢者の方が前か

ら私、知り合いでしたので、女性が入院されたと

いうことでお見舞いに行きました。そうしたとこ

ろを手すりに縛られて、とにかくびっくりしてシ

ョックを受けました。 

 慌てて看護師のほうを呼びまして、どうして手

すりに縛られているのか聞いたところ、点滴を外

してしまうとか、暴れるとかいう理由で説明され

ましたが、でもこの聾高齢者の方はコミュニケー

ションが手袋をはめたままでは手話ができません。

看護師の方は、そういうことがわからず、手袋を

はめられていたんですけれども、ずっと縛られて

大変苦しかったと、手話がやりたかったという、

そういうお話を涙ながらに話されました。 

 手話ということを知らなかったために暴れると

看護師は誤解されたようです。手話とは何か、コ

ミュニケーションとは何か、そういうことをお話

ししました。看護師のほうは手話をやる姿を暴れ

ると誤解されたようですね。そういった状況があ

りました。 

 今、21世紀です。21世紀に入っているんですが、

まだまだそういった誤解で問題が起きています。

まだほかにもいろいろな問題が起きています。１

日でも早く手話は言語ですと国に意見書を出して
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いただきたい。手話に対する理解、安心して暮ら

せることができるように、障がいを持ってる持っ

てないに関係なく、誰でもが暮らしやすい社会に

なるようしていただきたいと思います。 

 どうか、手話は言語、手話言語法をつくって、

それを皆さんに理解して協力していただきたいと

いうのが陳情の内容です。 

 以上です。 

○稲垣委員長 

 趣旨説明が終わりました。 

 次に、質問等がありましたら、発言をお願いい

たします。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 質問なしと認めます。これで陳情第26号の趣旨

説明を終わります。 

 中嶋さん、傍聴席にお戻りください。 

 ここでしばらく休憩します。 

休憩 午前10時08分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午前10時09分 

○稲垣委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 それでは、本委員会に付託されました案件を議

題としていきます。 

 議案第43号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一

部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に

関する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 それでは、尐しお知らせください。 

 まず、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び

永住帰国後の自立の支援ということで、戦争があ

りまして、中国に取り残されたと、そういう方々

が日本国籍を回復をし、その後、日本に帰国をし、

生活を始めると。現地で日本語を習得していれば

別ですけれども、中国語等を含めて日本社会にな

じむということが大変困難というような状況で、

生活を支える就労等もなかなか困難だということ

があって、こうした法律ができたんだろうと、私、

しっかり法律を読んだわけではありませんので、

そう理解をしているところです。 

 ですから、まずこの法律について、おおよその

ところでどのような中身を、今回提案されている

条例の中身を見ると、その支援の中身についてい

ろいろと書かれてる法律だということは理解しま

すけど、あらましについてお知らせください。 

○福祉課長 

 中国残留邦人については、中国残留の方と樺太

の残留邦人を中国残留邦人という形で総称してお

ります。中国残留邦人の方については、一時帰国

の援助、永住帰国の援護、定着自立の援護という

形での事業展開がされております。 

 平成20年からは老齢基礎年金等の満額支給をさ

れると。保険料については国のほうが支払うとい

う形になっております。老齢基礎年金が満額支給

されない場合については、それを補完するような

支給があります。地域社会における生活支援とい

う形で、さまざまな中国残留邦人の方等に地域に

なじめるようにダンス講習会だとか、折り紙教室

だとかを交流センター等を設置して国のほうは実

施されているということです。 

 今回の改正については、中国残留邦人の奥さん

等についてまでその対象を広げるということが今

回の改正でございます。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 一時帰国支援とか永住支援、定着支援と、そう

いう形でありましたけれども、ということは、例

えば中国の帰国をされたと。しかし、支援を受け

るべき日本国籍を有する方が死亡されたといった

場合、その配偶者の生活を支えると、こういうこ

とで改正がなされたということでしょうか。 

○福祉課長 

 佐藤委員のおっしゃるとおりでございます。 

○佐藤委員 

 わかりました。 

 それで、ここにある１条から７条、保育のとこ

ろまで確認だけですので、これは、実際には国の
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そうした施策の中で、支援を受けれるものについ

ては、そうした知立市として支給をしないという

ことを条例で定め、そのほか支援のないものにつ

いては支給ができるようにするという条例だとい

うふうに理解しますけども、このところを条文に

沿って、条ごとに説明してください。 

○福祉課長 

 まずは第１条としては、霊柩車の仕様条例の一

部改正ということでございます。 

 次に、障害者医療支給条例の。 

○佐藤委員 

 受けれるのか、受けれないのか。 

○福祉課長 

 受けれるというふうに。 

○佐藤委員 

 亡くなった場合、１条と５条ですね、亡くなら

れたと、そうした場合について使用料について知

立市として減免すると、こういうことでしょうか。 

○市民課長 

 １条と５条については、市民課のほうの関係に

なりますので、答弁させていただきます。 

 １条、５条につきましては、減免のほうが受け

れるということになります。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 そうすると、そのほかは医療費の支給がありま

すよね。母子だとかこれらについては他の支給が

法律の中で支給があるので知立市では支給をでき

ないということを書いてるというふうに理解して

ますけど、それでよろしいでしょうか。 

○国保医療課長 

 私どものほうの改正部分でございますけども、

今まで改正前、対象にならなかった受給資格外と

いうところで載せさせていただいた部分が、今ま

で改正前、受給資格外というふうに判断されてい

た方につきまして、今後の改正後の中では新しく

改正されるというふうに読み取れるわけでござい

ますけども、附則のところで、これはここに載せ

させていただいたことで、ここの部分で今までど

おり受給資格外としますということを明確にさせ

ていただきましたので、中身としては特に変わっ

て、今までどおりの旧法のままの取り扱いと、実

際これに該当する方はおみえにならないんですが、

仮に新しく発生したとして今までどおりの対応と

いうふうになります。 

○佐藤委員 

 今そういう形で受給外ということですけれども、

実際には知立市に、今、国保医療課長が言われた

ように対象となるこうした方々はみえないという

ことでよろしいですか。 

○国保医療課長 

 対象となる方はございません。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第43号について、挙手により採決します。 

 議案第43号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第43号 中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の

自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整理に関する条例の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第44号 母子及び寡婦福祉法の一部改正に

伴う関係条例の整理に関する条例の件を議題とし
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ます。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 確認だけさせてください。 

 ここには母子寡婦ということで父子が対象じゃ

なかったのが、今回対象になるということだとい

うふうに理解しますけども、かつて知立市独自で

父子家庭に対する児童扶養手当みたいなやつを独

自でやって、その後、国がそうした手当をしたと

いうことで知立市の支給の内容がなくなったと思

うんですけど、今回の父子ということで、特に医

療と保育所、保育料の関係で出てますけれども、

そうした手当そのものはありますけれども、母子

と同等のような形で医療費だとか保育料について

そうした手当がなかったということで今回改正さ

れたということでしょうか。 

○子ども課長 

 保育所のほうの関係でお答えさせていただきま

す。 

 今現在、父子というのは対象でございませんで

した。今回の条例改正で対象ということになりま

すけれども、実際の現状を申し上げますと、こち

らの対象になる方というのは、所得税が発生して

いない方で市民税の方という方が対象になってお

ります。 

 それで、実際に現状でそういう方がいらっしゃ

るかどうかということですと、父子という方は現

在、保育所の中では５名の方がみえますけれども、

こちらの今、所得税のほうは皆さんございますの

で、こちらの条例の適用になる方がございません。 

○国保医療課長 

 私どものほうでは、母子家庭等医療費支給事業

ということでこれまでやっておりますけども、今

回法律の名前が変わったということに伴う変更が

ございませんで、今までも母子または父子家庭で

18歳未満という一定の条件がございますけども、

特にこの内容に変更はございません。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第44号について、挙手により採決します。 

 議案第44号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第44号 母子

及び寡婦福祉法の一部改正に伴う関係条例の整理

に関する条例の件は、原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。 

 議案第47号 知立市心身障害者扶助料支給条例

の一部を改正する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 本会議でもありましたけれども、改めてちょっ

とお聞きしたいなというふうに思います。 

 それで今回、扶助料の金額が増額をされたと。

その一方で、65歳以上だとか所得制限というよう

なことがありましたけれども、まずこの第３条関

係について御説明を願いたいなというふうに思い

ます。 

○福祉課長 

 心身障害者扶助料の見直しについては、まず第

１点として、支給区分を４階層のままとし、身体

の１級、２級と療育のＡ判定と。 

○佐藤委員 

 年齢の関係。 

○福祉課長 
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 年齢の関係については、まず、扶助料を見直し

をしたときに平成25年度決算で７億9,840万円余

のものが、試算し直しますと8,992万6,000円にな

ります。7,598万4,000円だったものが8,992万

6,000円、約1,400万円増加します。 

 本来ならば制限なしに支給をしたいんですが、

扶助料の単価を見直しただけでも1,400万円増加

してしまうというところがございまして、あとも

う一つ、福祉サービスの傾向を見ますと、福祉サ

ービス事業という形で現物給付のホームヘルプの

派遣だとか、デイサービス事業等の事業を合わせ

ていきますと、平成25年度決算で約６億9,800万

円のお金がかかっております。平成20年と比較し

ますと、平成20年が約３億1,800万円という形で、

かなり増加をしております。毎年大体増加率が

1,900万円増加しまして、平成25年と平成20年を

比較しますと、事業費で１億1,250万円ほど増加

してまいりました。ですので、今回扶助料の現物

給付というものを見直しをして、現金給付だった

扶助料に対して福祉サービスが大きくなってきた

ので、かなり現物給付が充足したというところで、

一応は65歳の方について年齢制限をさせていただ

くということで、今回改正をさせていただいてお

ります。 

 65歳から障害手帳を高齢のために取得された方

等については、それまでの人生においては働いて

きて十分老齢年金がもらえるということと、あと、

介護保険の給付も65歳からだというその２点につ

いて、本来なら余り制限を加えたくないところな

んですが、65歳の方については、そういう年金制

度、介護保険制度というものが充足しているとい

う点で、今回の扶助料の新規に障害者手帳を取得

した方については今回は除外という形で提案をさ

せていただいております。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 いろいろ長く説明いただきましたけれども、確

認したいのは、65歳以前にこうした身体障害者手

帳、療育手帳、またはということで精神障害者手

帳の交付を65歳未満で受給された方については、

これは第３条のところは扶助料の支給を受けるも

のというふうになってますので、その方について

は、引き続き65歳を超えても支給を受けることが

できるということでしょうか。 

○福祉課長 

 65歳以前に手帳を取得している方については、

受けることはできるということです。 

○佐藤委員 

 そうすると、65歳を超えてこうした手帳を交付

を受けた新たに障がいを持たれた方については適

用外と、対象外と、こういうことですか。 

○福祉課長 

 はい。そのとおりでございます。 

○佐藤委員 

 65歳に到達する前、この手帳交付というのは申

請があってからどれぐらいの期間で交付を受ける

ことがそれぞれできるのか、それはどうでしょう

か。 

○福祉課長 

 １カ月程度だと思います。 

○佐藤委員 

 そうすると、順調にいけば１カ月程度で手帳交

付を申請してから受けるということになれば、64

歳と11カ月でも手帳交付が受けて、その方につい

ては、この手当を受けることができるということ

でしょうか。 

○福祉課長 

 受けることができるということです。 

○佐藤委員 

 ということは、これらの方についても福祉課長

が言われるような交通事故などを含めた脳血管等

を含めた障がい等ですね、手帳交付を受けたとい

うことは、その範囲の中で患ったとなるわけです

ね。 

 そうすると、先ほど御説明があったのは、その

方がどんな職歴やどんな経歴をし、どのような年

金に加入をし、受給をされるのか、これはさまざ

まだというふうに思います。 

 厚生年金等を含めれば、基礎年金部分と報酬比

例部分があります。国民年金ならば老齢年金、基
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礎年金だけです。多くても満額かけても７万円い

くかいかないかというレベルの人たちですよね、

月額。そうすると、１カ月の差の中で受けること

ができる人と受けることができない人が、このボ

ーダーについての矛盾については、どのようなお

考えですか。 

○福祉課長 

 一応はどこかで線を引かなきゃいけないので、

やはり65歳以上未満という形での誕生日に達した

かどうかということが一番の問題になると思いま

す。 

○佐藤委員 

 先ほどの説明からみれば、一番の根拠となって

るのは、確かに扶助料の支給額がふえていく、な

おかつ障がい者に対する現物給付がふえていく実

態はありますよね。それは私も承知をしておりま

す。 

 しかしながら、どんな制度でも線引きはあるわ

けで、そうした矛盾は、その境界のところでは絶

えず発生をするわけです。それは私も承知をして

ますけれども、先ほどの説明は、この年金が受け

ることができる、介護保険の給付を受けることが

できる、こういうことを言われましたけれども、

実際問題としてこの方たちは、65歳に到達してそ

ういうことですけれども、私が思うに、先ほど福

祉課長が本来ならばやりたいと。例えばこれが７

万円ぐらいの基礎年金しかないという方の場合だ

ったらどうなりますか、矛盾じゃないですか、こ

れは、私が思うに。どうでしょうか。 

○福祉課長 

 福祉課は生活保護もやっておりますので、７万

円程度の年金になると、今度は生活保護のボーダ

ーラインになってまいりますので、その辺で生活

保護になる方もいらっしゃいますので、そうなる

と今度は生活保護制度という形のほうに移行され

てきますので、その辺でのセーフティネットはで

きてると思ってます。 

○佐藤委員 

 今、生活保護を受ける方たち、どうしても受け

ざるを得ないという人たちがおって、その人たち

は受給の権利があるので、生活を基本的人権を保

障するために生活保護を申請し、受給するという

ことは当然だと思います。 

 しかしながら、年金がそれよりも尐ない方たち

でも申請をせず頑張ってる方たちも一方ではおら

れるんですよね。そうした方たちを支援するとい

う意味をみたときに、これを単純に切ってしまう

ということは大変問題じゃないかと私は思います

よ。セーフティネットはできてるということを言

いますけれども。 

 そういうことであるならば、私は受給してほし

いと思ってますけど、もっと知恵を出せば受給の

65歳で切るのではなくて、この支給額の違いを階

段を設けて支給するだとか、そうした措置だって

とれるじゃないですか。私は、そのように思いま

すよ。 

 これはこれから発生するという人たちですので、

今、それがどのぐらいかということはわからない

にしても、過去の例や65歳を到達して手帳交付受

けて、そして申請をされたと、受給をされている

という方たち、１つ確認しますけれども、現在65

歳を過ぎて過去に受給された方たちも引き続きこ

れは受給は可能なわけですよね。新たな方だけで

すので、その辺で推計としてどのぐらいの人たち

が毎年発生をし、なおかつこのことによって幾ら

影響額があるのか、その辺はどうでしょうか。 

○福祉課長 

 今まで受けてる方は、制限はしません。今まで

どおり支給させていただきます。 

 あと、平成25年度、平成24年度の新規の手帳取

得者の状況でいきますと、平成25年においては

214名の方が新規に取得しました。そのうち88名

の方が65歳以上の方、平成24年においては197名

の方が新規に取得しまして、そのうち102名の方

が65歳以上の方です。 

 毎年対象者は約100人ぐらい程度増加しており

ますので、65歳以上の方が対象になると支給する

対象者は一定化してくるかなと思います。 

○佐藤委員 

 100人程度が増加するということで、今これを
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新たな65歳を対象外とすれば受給人数が一定化す

るというこういうことですか。もうちょっとわか

りやすく説明してください。 

○福祉課長 

 大体毎年65歳以上の方は約200名の中の半数の

100人が65歳以上ですので、今現在200人ふえてる

んですが、死亡等で100人現実減っておりますの

で、100人ずつ増加しているというのが現状です。 

 ですので、そこで65歳以上の方に制限をかけれ

ば、その100人がなくなるので、受給対象者の人

数は一定化で推移するだろうという形での予測は

しております。 

○佐藤委員 

 それで一定化するだろうということですけども、

影響額についてはどれぐらいみてるんですか。 

○福祉課長 

 影響額については、同額で推移していくだろう

とみております。いろんな方がいらっしゃるので、

100人の方が減って新たに100人の方がふえるとい

う形を考えた場合に、今現在では同額でしか予想

してないんですけど。 

○佐藤委員 

 私、先ほど言いましたけれども、尐なくとも生

活実態を見たときに、それぞれの金額があります

けれども、そうおっしゃる中でも、そこの65歳で

切ることの矛盾があるわけですので、私はそこに

階段をくっつけて支給するとか、そうしたことも

尐なくとも検討はされなかったんですか、そうし

た矛盾。これは大変な矛盾ですよ。あの方は64歳

11カ月で受けれて、私は受けれんかったと、これ

は大変な矛盾で不公平感が残るものだと思います

よ。そう思うと、そうした階段を一方では扶助料

の増加に備えないかんという発想があったにして

も、そうしたことを検討することも必要だったの

かなと私は思いますけど、そんな検討は全然され

なかったんですか。 

○福祉課長 

 アンケート調査を平成24年に実施しました。そ

れで障がいの発生について分析をしたところ、身

体障がい者の方に65歳以上の場合、手帳を取得す

るというところがかなり多くありました。そうい

うところを分析したときに、知的、精神の方とい

うのは65歳以前に既に障がいを持ってらっしゃる。

身体障がい者の方は、通常の健常者として生活を

してきて、高齢が原因等と思われることで障がい

になっていくわけですね。そうした場合に、人生

の長いスパンの中に療育と精神の方と身体障がい

者の方の65歳までの部分はかなり違うという判断

をしてまして、それで65歳という形の区切りをさ

せていただいております。 

○佐藤委員 

 それはアンケートで結果そういう分析をされた

ということでありますけれども、全ての方がそれ

に当てはまるんですか。そうした65歳以上発生し

ても、そうした状況の違う方たちもみえるじゃな

いですか。そこまで分析をされてやったんですか。 

 私は、尐なくともそうした方たちについては階

段を設けて、ちゃんと手当してやるということが

必要じゃないかというふうに思います。私が言っ

たからといって答弁が覆るとは思いませんけれど

も、それぐらいの配慮はあってしかるべきだった

んじゃないですか。 

○福祉課長 

 やはり今回の扶助料の見直しというのが限られ

た財源の中で金額を上げていくというのがテーマ

でございましたので、そうすると、制限をどこか

でつけなければいけないという形になりました。 

 それで１つのラインとして、今言った障がいに

なった年齢だとか等は加味すべきではないかとい

うところで、年金制度が65歳だというところで、

ずっと健常者として働くことができた方について

は、今回は遠慮をしていただきたいなということ

で提案をさせていただきました。 

○佐藤委員 

 言い分はわかりました。しかし、それでいいの

かという点では、納得できないなというところで

す。 

 それで、もう一点、この所得制限についても詳

しく御説明ください。 

○福祉課長 
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 今回、市民税の課税、非課税という形の所得制

限をさせていただきました。課税、非課税となり

ますと、所得が年間125万円が１つのラインとな

ります。今回は本人の所得が課税か非課税かとし

てございますので、家族の方、世帯の方は関係な

しに障がいの方の本人の所得を対象とさせていた

だいています。そうしますと、アルバイト等で収

入を得る方は年間125万円が課税、非課税のライ

ンになります。また、会社のほうに勤務してらっ

しゃる方は204万3,000円以上が市民税の課税にな

ります。65歳以上で年金収入等の方は245万円以

上が課税になります。 

 今回は、そういう３段階、アルバイト等につい

ては125万円、給与所得については204万3,000円、

65歳以上の年金収入等では245万円以上の方が課

税になりますので、この方については支給対象と

なりますが、毎年７月の段階で前年の所得で課税、

非課税かを判定させていただいて、毎年その方の

収入を確認させていただいて課税、非課税の判定

をさせていただくという予定でおります。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 それで、これについてどのぐらいの、もちろん

毎年前年所得について見るわけですので、変動が

ある場合もあるだろうというふうに思いますけれ

ども、影響額はこれについてはどんなふうに見て

ますか。 

 それと、これについては、バイトであれ、給与

所得者であれ、さまざまな障がいを持っておられ

るということで、年金が245万円あるというのは

それなりに障がいを負うまで働いてきた方だろう

というふうに理解しますけれども、203万円、125

万円、こういった方々が実際問題として、どの程

度の障がいを持っておられる方で、それらの方の

人数やトータル含めて影響額はどの程度に見てい

るのか、その辺はどうでしょうか。 

○福祉課長 

 これもアンケート調査の中でデータをあげまし

た。アンケート調査の中では、あなたにとって主

な収入は何ですかというところで拾い上げさせて

いただいたのが、自分が働いた収入であるという

項目と老齢年金を受給しているという項目と、あ

と、それに対して年収が100万円以上、年収が200

万円以上という形でのデータをとらさせていただ

きました。 

 自分が働いた収入の場合においては、先ほど説

明させていただいたアルバイト等の収入だとか給

料収入に当たります。そうしますと、123名の方

が自分が働いて年収100万円以上の方がいらっし

ゃいました。あと、老齢年金については、年収

200万円以上の方を抽出しました。老齢年金は、

先ほど説明させていただいた245万円以上が課税

ですので、ほぼこの方たちが該当するというふう

に判断しております。そうしますと、147名の方

が200万円以上で老齢年金をもらっているという

ことですので、合算しますと約270名の方。 

 ただ、この調査が平成24年の５月14日から５月

31日の障害者等実態調査から拾い上げた数字です

ので、ちょっとデータは古いというところでござ

います。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 これだけでは扶助料の金額の違いがあるので、

推計がなかなか難しいなと思いますけれども、最

低値と最高値をとったくらいで推計すれば、おお

よそその辺のところは出てくるかなと思いますけ

ど、そうした推計はやられましたか。影響額はど

うでしょうか。 

○福祉課長 

 人数では把握していますけれども、金額はやは

りちょっと。働けるというところだとかを勘案し

ますと、障がいの程度がかなり低い方かなという

話になるんですけれども。 

 一番わかりやすいのは療育手帳等の所持者の方

で、今言った、自分が働いた方と老齢年金をもら

ってる方は15名しかいません。精神者保健福祉手

帳の所持者の方は16名です。身体障害者手帳の方

が残りの大多数を占めた数字になってます。 

○佐藤委員 

 障がいを持たれても働けるということは、生き
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ていくという意味において張り合いのある意欲の

あることで、そのこと自体は大いに奨励をし、進

めていくべきことだなというふうには私も思いま

すけれども、ただ、年収がバイトで125万円とか、

その程度の方たちについてはどうなのかなという

ことも私は率直に感じるわけですけれども、そう

した点は、副市長はどうですかね。こうした点で

所得制限を設けていく。なかなかもうちょっとき

め細かな対応があってもしかるべきかなと。 

 先ほどの年齢制限についてもそうですけれども、

もう尐しきめ細かな対応を求めたいなというふう

に私は思いますけども、いかがでしょうか。 

○清水副市長 

 先ほどの65歳の１つの線、そういった年齢制限

と、ただいまの所得による一定の線を引かせてい

ただいたということでございます。御質問者もそ

ういったことでの激変緩和といいますか、その辺

のなだらかな調整ができないかというようなお話

もございましたけども、私どもも今回のこの扶助

料の見直しに当たっては、先ほど福祉課長も申し

上げましたけども、やはり支給の額を一定の水準

まで何とか充実させたいという思いの中で、これ

から御承知のとおり高齢化がどんどん進んでいく

という今後の将来見通し等々も踏まえますと、そ

ういった扶助料も一定のそういう考え方の中でい

かないと、将来安定した制度として成り立たない

んだろうという判断のもとに、このようにさせて

いただいたということでございますので、その辺

は確かにいろんな制限をつけるということになり

ますと、その狭間の方たちには、そういった思い

をなさるということも十分理解をした中で、内部

でいろいろ検討した中で今回の改正案とさせてい

ただいたということですので、御理解をいただけ

ればというふうに思います。 

○佐藤委員 

 今回はこのような形で出されましたけれども、

そうした考え方が、その他のものについてもどん

どん波及するような事態になっては、私はいけな

いなというふうに思います。 

 一方で、今回引き上げをなされたわけですので、

先ほどの関係でいったときには、引き上げをして

一千幾らふえると言ったかね、その辺の関係は先

ほど受給する方は一定していくかもしれませんけ

れども、受給との関係の中で、そうした引き上げ

があるわけですので、こうした点では、今回は試

算をされて、今後の見通しはどうなんでしょうか。 

○福祉課長 

 今後は、新しい障がいと言うんですか、療育手

帳の中にも発達障がい等の問題が今、発生してお

りますので、障がい児の方がかなり今後ふえてい

くというふうに想定してますので、一定か、もし

くは微増になりそうかなというふうには思ってお

ります。 

 今回の金額については、1,400万円ほど増額に

なりますので、条件が全く一緒だったら同じよう

な形で支給すると1,400万円ほど増額になります。 

○佐藤委員 

 それはそういうことですけれども、今度65歳以

上の方たちも新しくはそうですし、所得制限も入

るというそれも差し引きした上で、この金額とい

うことですか。ただ単に加算した分だけが1,400

万円ということですか。 

○福祉課長 

 ただ単に加算した部分が1,400万円でございま

す。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 
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 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第47号について、挙手により採決します。 

 議案第47号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第47号 知立

市心身障害者扶助料支給条例の一部を改正する条

例の件は、原案のとおり可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第48号 知立市放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例の件を議

題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 議案第48号の健全育成事業ということですけれ

ども、今回の改正について、その趣旨について、

まずお知らせください。 

○子ども課長 

 今回は、児童福祉法の規定に基づきまして、放

課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準というのを定めるように規定されたために、国

の基準に従いまして定めたものでございます。 

○佐藤委員 

 ここの第２条もそうですけども、最低基準を常

に向上させるように努めるだとか、第３条の中の

最低基準を超えて常にその設備及び運営を向上さ

せなければならない。さらには、この最低基準を

理由として設備運営を低下させてはならない。第

３項には健全育成事業者に対し、最低基準を超え

てその設備及び運営を向上させるよう勧告するこ

とができるというような形になってますけれども、

この点については、知立市の場合は公立の学童保

育という形になっているわけですよね。 

 これらの文章を読むと、事業者という形で、学

童保育には公立でやってる場合、公設民営でやっ

ている場合、公設民営で父母が共同運営でやって

る場合があったり、さらには民間事業者が今は参

入もしてるようですけれども、そうした関係の中

で、これらの向上させなければならないという点

についてどんな認識をお持ちなのか、その辺をお

知らせください。 

○子ども課長 

 一応今回この国の基準として出ておりますのは、

最低基準ということでございまして、この言葉の

とおり、それが最低ラインになってるということ

でございます。 

 したがいまして、これを常に条文にありますよ

うに向上させるように努めていくものと思ってお

ります。 

○稲垣委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午前10時57分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午前11時06分 

○稲垣委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○子ども課長 

 議案第44号の答弁のお答えのほうで、ちょっと

誤りがありましたので、訂正をお願いさせていた

だきたいと思います。 

 御質問の中で、対象というところで新たに父子

が対象になるというお答えをさせていただいたん

ですが、法的には条文は変わりましたが、従来と

内容は変わっておりませんので、新たにというこ

とではございません。よろしくお願いします。 

○佐藤委員 

 まず、これについては、保育も一緒ですけれど

も、従うべき基準と参酌すべき基準というのがあ

りましたけれども、従うべき基準というのは職員

の数だけかなと思いますけれども、それでよろし

いですか。そのほかは参酌すべき基準として独自

に知立市として定めることができるというふうに

理解してますけれども、それでよろしいでしょう

か。 

○子ども課長 

 従うべき基準というのは、この中で第９条とい

うものがございまして、こちらのほうで事業所ご

とに放課後児童支援員を置かなければならないと

いう形になっておりまして、そのほかについては、
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参酌すべき基準という形になっております。 

○佐藤委員 

 法律が放課後児童もそうですし、保育もそうで

すし、なかなか細切れで国のほうが児童福祉法を

含めて支援法も含めて遅れて出てくる、またそれ

についての政省令についても遅れて出てくるとい

うような中で、知立市としては独自にこれらの条

例提案を上回る中身でやってるものもあるわけで

すけれども、そうしたことについては、条例の中

に反映させる余裕がなかったのかなという気もし

ますけれども、その辺はなかなか大変な作業をこ

の間やられてきたのかなと思いますけど、まずそ

の辺はどうでしょうか。 

○子ども課長 

 今回、示されてから、佐藤委員のおっしゃると

おり期間がなくて、ほんとに考える時間が短くて

という状態で今回ほとんど国の状態に近い状態で

あげさせていただいております。 

 その中で、定員とかその面積というところは今、

知立市におきまして実態というところで申し上げ

ますと、国の1.65平方メートル以上とか、第８条

にありますところの、それと第９条の第４項のほ

うにあります、40人以下とするというところが現

状では知立市では対応できませんので、それにあ

わせて経過措置ということで設けさせていただく

ような形でやらせていただきました。 

○佐藤委員 

 まずそこでお聞きしたいんですけれども、この

第４条では、まず小学校に就学している児童であ

って、その保護者が労働等により昼間家庭にいな

い者につき、家庭、地域等との連携のもとと、こ

れを小学校前保育に欠ける子供が全て対象になり

ますけれども、一応今回はそうしたうたい込みを

してますけれども、今後の取り扱いはどんな見通

しでしょうか。 

○子ども課長 

 今回は、まだ従来どおり１年生から４年生とい

うことでさせていただいております。 

 今後につきましては、まだその状態で、先ほど

申しましたように現状、国のもともと求めていた

基準というのが達成できませんので、まずは施設

整備とかそういった解消というものをさせていた

だいて、それから５年生、６年生という部分につ

いては考えさせていただきたいと思っております。 

○佐藤委員 

 それで、全ての保育に欠ける子を対象にします

けれども、この間、知立市でもそうですけれども、

４年生を超えて、知立市の場合は親が障がいを持

ってるだとか、本人が障がいがあるだとか、そう

いう子供の家庭については４年生以上も受け付け

てきたと思うんですけれども、施設の面積やその

他のことがいろいろ規定があるので、そう単純に

受け入れるということにはならないと思うんです

けれども、そうであったとしても、花山児童セン

ターみたいなところについてはなかなか困難かも

しれませんけれども、可能なところもあるわけで

すよね。そうしたところでは、確かにそのとおり

なんだけど、必要な希望される子供たちについて

は、障がいだとかそういうことを前提にしないで

希望される子供です。全てが希望するというふう

に私は思いませんけれども、そうした子供につい

ては、そうした経過措置があるにしても、受け入

れ可能なところについては全学年を対象にしてい

るというね、本来的には努力義務でありますけれ

ども、全学年を対象にしているわけなので、受け

入れる面積的な規模を含めて、可能なところにつ

いては必要とする家庭の子供については受け入れ

ていくということも必要じゃないか。全ての児童

クラブで受けることはできなくても、そういうこ

とは部分的に可能じゃないかなというふうに思い

ますけれども、その点はどうでしょうか。 

○子ども課長 

 おっしゃる部分というのはわからないでもない

んですが、こちらについては知立市全体として足

並みをそろえる形で、できるところできないとこ

ろというような形でなく、全体で一斉にやれるよ

うな状況をつくってからさせていただきたいと思

っております。 

○佐藤委員 

 子ども課長の言われることは公平性という点か



- 13 - 

らみれば、そのとおりだろうというふうに私も思

いますけれども、ただ、法が努力義務とはいえど

も６年生までの受け入れを定めたわけですよ。そ

うしてみると、どうしてもそうした点で、必要だ

と。例えば子供が兄弟がおって、お姉ちゃんが１

年生で入ってきた、３年生でおると。一緒だった

けれども学年が上の子供が４年生を超えてしまっ

て、兄弟でセパレートになってしまうようなケー

スも知立市でもあるわけですので、そうしたそう

いう御家庭で母子家庭だとか、そうした家庭の子

供、また親からお話を聞くと、何とかそういうこ

とを受け入れてもらえんかという声も私は聞くわ

けですよ。 

 ただ、その当該の学区の子供になるかどうかと

いうことは別にしても、そうした状況もあるもの

ですから、そうした法律の趣旨を踏まえて、一斉

にゴーとはならないまでも、そうした点の受け入

れを可能なところでは対応していくということも

必要じゃないかと。確かに全体のものだとはいう

ものの、困ってる方を１人でも救済していく、そ

のことも必要なことだというふうに私は思うんで

すけど、そうした検討は、ぜひしてもらえんでし

ょうか。どうでしょうか。 

○子ども課長 

 今、私のほうは同じお答えになってしまうんで

すが、やはり現在、私どもとしては、一斉に変え

るときはさせていただきたいと思っております。 

○佐藤委員 

 そうだなとは思いますけれども、私は、可能な

ところから対応できるということについて、そこ

で受け入れたからといって父母の中から一斉に不

満が上がるとか、そういうことにはならないと思

うんですよ。受け入れられるところは受け入れつ

つ、附則にあるように、整備を計画を今、立てる

わけでしょう。アンケート調査、ニーズ調査をや

って審議会の中で審議をし、そのニーズに応える

ためにどう施設を整備していくのかということも

決められて平成32年までこれをやっていくわけで

すよ。 

 ですから、一方ではそういうことを確認しつつ、

一方では必要なできるところは受け入れていくと

いうことはあっても、私は何もおかしいことじゃ

ないなというふうに思うんですよ。ごく普通の感

覚で私は物を言ってますので、福祉子ども部長、

そうした点について、これから事業計画を策定す

るニーズ調査の中で施設を具体化をしていくとい

うことであっても、可能なところについては、そ

うした１人でも２人であっても受け入れていくと

いうようなことが私は必要ではないかと。ぜひそ

んな点で検討してほしいなというふうに思います

けども、この点、どうでしょうか。 

○福祉子ども部長 

 今、佐藤委員の言われるように、基本的には原

則としましては、先ほど子ども課長が申しました

ように、一応１年生から４年生までという形の今

の基本をさせていただきたいと思っております。 

 ただ、佐藤委員の言われるように、やはり今、

佐藤委員の御承知のように、障がいのある方等に

ついて、それについては５年生、６年生という形

でやらさせていただいております。 

 それと同時に、今回資料として放課後児童健全

育成事業実施要綱をつけさせていただきました。

基本的にはこのとおりの形をやらさせていただく

ということで、ここでも１年生から４年生までと

いうふうにちょっと明記させていただいておりま

す。当分の間は、これをそのままという形をとら

せていただく中で、ここにも書いてありますよう

に、ただし書きで、市長が認めるという形で書か

せていただいております。やはりそういった中で、

現場の中で、ほんとに必要な方とか、それについ

ては当然子ども課等の中で検討させていただきな

がらそういった処置もさせていただきたいと思っ

ております。 

○佐藤委員 

 ぜひ検討してもらいたいなと思うんですけども、

今、子供たち、とりわけ母子家庭等を含めてそう

した形になってると、大変不安にいろいろ思って

るんですよね。私の知ってる方も、セパレートに

なってしまった。何とか入れないかと、母子家庭

の中で、そちらのほうに意見があがってきてるか
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どうかということは別にしても、それは安心・安

全というようなことが盛んに言われてますけれど

も、もちろん子供教室もあるわけですけども、尐

なくともそうした形で私は取り組んでほしいなと、

可能な限り。市長が認めるというところの中で、

今だと障がいを持ってる方やそういう人しか救済

がないわけだけども、市長が認めればいいという

ことであるならば、そうしたほんとに困ってる方

は申請してくださいというような対応はしてもら

えるということですよね。 

○福祉子ども部長 

 今のいろんな事件等見させていただいても、や

はり今、子供に対しては帰宅の中でも危険な目に

遭うという形もあります。そういった中で、子育

て放課後児童クラブというのは、ほんとにこれか

らニーズも高まってくるのかというふうに感じて

おります。 

 今の内容については、子ども子育て会議、今、

事業計画をつくっている会議ですが、その中でも

当然そういった量、規模の問題とやらさせていた

だいておりますので、その中で検討させていただ

くような形で出させていただきたいと思っており

ます。 

○佐藤委員 

 そういう形で出させていただきたいと。私は、

ぜひそうした方々も拾い上げてほしいなというふ

うに思いますので、よろしくお願いしたいなとい

うふうに思います。 

 それと、もう一点、この面積について、今、附

則の中で1.65平方メートルと。知立市は1.65平方

メートルを基準としてと。私、かつて保育所の乳

児の1.65平方メートル、せめてこれぐらいは学童

保育で面積を担保せないかんじゃないかというこ

とを何度も質問させていただいて、それが1.65平

方メートルという形で、その後、定員管理の中で

なったというふうに私は理解しておるわけですけ

れども、これがなかなか難しいというような状況

で、附則の中で施設整備をしていくということに

なってますけれども、花山はわかっていますけど、

この1.65平方メートルを確保するという点につい

て、どこの施設が、今７児童クラブがありますけ

れども、どこを整備して、現在の時点の中で、将

来また子供減るということもあり得るし、将来そ

の学区の子供たちが出生との関係で推計したらふ

えていくというような関係の中で、花山は丸見え

でわかるわけですけれども、その他のところはど

こを整備していかないかんのか、その辺はどうで

しょう。 

○子ども課長 

 まず、今おっしゃられた花山のほかに来迎寺の

児童クラブ、そちらのほうの整備が必要だと思っ

ております。 

○佐藤委員 

 花山と来迎寺というのが整備が必要だというこ

とですが、ほかのところは大丈夫ですか。 

○子ども課長 

 そのほかについては、整備はしなくてもよいの

かと思っております。 

○佐藤委員 

 先ほどの話に戻るようで大変恐縮ですけど、そ

のほかのところは整備をしなくてもよろしいと。

現在は、先ほどあったように４年生まで、特段事

情のある方について４年生を超えてということで

すけれども、私は部分的にもスタートということ

を言いました。そちらは一斉にということを言い

ました。 

 平成32年までにこれを尐なくとも１人当たり

1.65平方メートルを確保すると、それを超えるよ

うなところについては施設整備をしていかないか

んということでありますけれども、将来一斉スタ

ートでこれは必要な子供たち全て受け入れよとい

うことで、大きくなると別に学童行かなくてもい

いという子供たちもおるので、そう全部並行移動

するわけではありません。 

 しかし、さまざまな事情の中で、６年生まで入

所してほしいという親御さんもおるだろうし、ま

た、子供自身が希望されるということもあります。

そんなことで、それを例えば平成32年までに受け

入れていくということになったときには、花山、

来迎寺を除いて十分耐え得る中身になるのか、そ
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の辺はどうでしょうか。 

○子ども課長 

 その時点で花山、来迎寺以外がそのままでいけ

るのかというお答えでよろしかったですか。 

○佐藤委員 

 そのほかは６年生まで受け入れることが可能か

と、平成32年。 

○子ども課長 

 そのほかは現状の中でも、来迎寺、花山におい

ても、今の40を70にしているというところは、利

用者の平均値という中で、過去の何年かの一番大

きいところの数字をとった形でやっておりまして、

そういった今の４年生までの中でこれをとらせて

いただいておるんですが、そのときには、また今

の状況を見ながらという形が発生するかもしれま

せん。 

○佐藤委員 

 ちょっと話が食い違ってると思うんですけど、

花山はそういう状況ですけど、ほかの花山以外の

ところは、私は可能なところからやれとは言いま

したけれども、平成32年時点でこの経過措置が切

れる段階で、ちゃんと必要な子供たちを５年生、

６年生を受け入れても、花山と来迎寺以外は十分

耐え得るのかなということについて、どんな見通

しかなということをお聞きしたんです。 

○子ども課長 

 現状から見ましても、恐らくいけるんじゃない

のかなという見通しは、今、持っております。 

○佐藤委員 

 ということは、今すぐにでもこの２つを除けば

４年生は可能だと、こういうことだというふうに

私、理解しますけれども、福祉子ども部長、それ

でよろしいですか。 

○福祉子ども部長 

 基本的に今回の事業計画、今策定中であります

が、その中で、放課後児童クラブについては６年

生までという検討はさせていただいております。 

 それで、先ほどから話の出ております花山、来

迎寺についても、これは早急にまず施設整備を始

めさせていただいて、それにまずは力を入れさせ

ていただいて、平成31年の終了までではなくて、

施設整備でき次第、全体的に６年生まで引き上げ

ていきたいなというような感覚は持っております。 

○佐藤委員 

 そうすると、平成32年の附則でいけば３月31日、

６年間これがあるわけですよね、来年度から比べ

ると。そうすると、この花山、来迎寺につきまし

ては、基本的には学校敷地の中でやりたいという

ような答弁もあったわけですけれども、もちろん

教育委員会との関係がありますけれども、基本的

には学校施設の中で、現施設と分断されることの

ないような形が望ましいと思いますけれども、そ

ういう方向で考えているということでしょうか。 

○子ども課長 

 現施設、今、学校敷地内にありますけども、同

じような安全というものを考えまして、同じ敷地

内がいいと思っております。 

○佐藤委員 

 それで６年間ということでありますけれども、

福祉子ども部長は今この平成32年を待たずにとい

うことを言われました。財政的な問題もあります

けれども、その辺は待たずにというのは、どのく

らいのラインを考えてそういう答弁なのかなとい

う、その辺はどうですか、真意は。 

○福祉子ども部長 

 今回の条例をあげさせていただくに当たり、当

然それについては今、花山と来迎寺については

1.65平方メートルを切っているという形をとって

おります。これをすぐ改正に向けていかないとい

けないということで、当然今の施設整備、新しい

施設、横にそういった施設ができれば、予算的な

こともありますが、それができれば、ほんとにす

ぐにでもやっていきたいなというふうに考えてお

ります。 

○佐藤委員 

 できればというのは、予算的なこともあるけれ

どもということですけれども、学校敷地の中で用

地を確保できるかと、このことだというふうに私

は理解しますけれども、本会議の中では、教育長

についてはそういうお話があればというようなこ
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ともあったかと思いますけども、この学校施設の

中でやっていくというのは、福祉子ども部長は今

考えて、まだ話し合いには入ってないんですけれ

ども、そうした話し合いについてはされてるのか、

いつぐらいからそうした話し合いをして、了解を

得れば学校施設を敷地を割愛して学校施設から転

用するわけですので、いろいろ手続もあろうかと

いうふうに思いますけども、そうした場合の話し

合いのスタートをどのぐらいにして、手続はどん

なものが要るのか、その辺についてお知らせくだ

さい。 

○福祉子ども部長 

 まず、来迎寺につきましては、基本的には今の

児童クラブの用地の一部のところに可能ではない

かというふうに考えております。 

 それで、花山については、やはり今現在のとこ

ろの拡張というのはなかなか難しくて、やはり学

校の具体的に言うと、先生の方たちの駐車場の部

分があるわけなんですが、そういったところを尐

しお借りすると言うんですか、つぶしていただく

ことになってしまうかもしれませんので、それに

ついては、当然教育委員会と学校とお話しさせて

いただくということで、子ども総合プランの関係

もありますので、一応教育委員会のほうとは尐し

話が始まったところで、具体的な話でまだこうい

うふうにしたいというのはまだ出てませんが、そ

ういった話を始めているところだというふうに理

解していただきたいと思います。 

○佐藤委員 

 そうすると、教育委員会とお話をされて、これ

がオーケー出ると転用というような形になります

ので、手続的にはそんな難しくなくて進んでいく

んでしょうか。 

○福祉子ども部長 

 用地が確保できれば、あとは施設の上物という

ことで、それは今後、実施計画なり予算等であげ

させていただきながら進めさせていただきたいと

思っております。 

○佐藤委員 

 そうすると、まず一つは、来迎寺ですので、ど

ちらも児童館でありますので、今度は学童保育単

独の施設建て増しするのか、別棟でつくるかとい

うことは別にしても、学童保育単独施設というこ

とでありますけれども、現在の定員との関係とい

うか、１人当たり面積との関係でどれぐらいのも

のが今、必要というふうに、平家でつくるのか、

２階建てでつくるのか、それはわかりませんけれ

ども、何平方メートルぐらいあったらそうしたこ

とに対応できるというふうに見通しを持ってるの

か、まだ具体的に何の設計もないですけど、面積

的にどれぐらいのものを考えているのか、どうで

しょうか。 

○福祉子ども部長 

 まだ具体的な数字的にはちょっと申し上げられ

ないんですが、基本的には、できたら遊戯室等を

ふやす形でできたら。花山については、今の施設

を今までどおり使う形で、足りない部分を横のほ

うにつくりたいというふうな形で考えております。 

○佐藤委員 

 そうすると、遊戯室をつくりたいということと、

花山については、いわゆる専用スペースのみとい

うことで新たに遊戯室をつくるということではな

いですね、専用スペース。 

 来迎寺については遊戯室ということなんですか。

両方とも専用スペースなのかなというふうに私は

理解してますけども。 

○福祉子ども部長 

 施設の中に遊戯室だけではなくて、いろんな施

設をつくらないといけないということもあって、

今現在の施設を使いながらということで、それに

ついては、できますればそういった遊戯室等そう

いった部分をふやしてということで既設のものも

使わさせていただきたいというふうに考えており

ます。 

○佐藤委員 

 予定しているのは、すぐ現在の施設の横という

形で、児童センターの横ということですので、現

在の遊戯室を活用しながらということになります

と、私は、専用室と最低限の水場やトイレみたい

な休養室みたいなものが必要なのかなというふう
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に思いますけど、その範囲じゃないですか。どう

なんでしょうか。 

○福祉子ども部長 

 今回、例えば増設したいという部分については、

放課後児童クラブの専用室とさせていただいて、

今のところ65平方メートル、40人程度の部分を考

えさせていただくということで、今のところそれ

ぐらいのことしか御報告できないので、また決ま

り次第、これについては御報告させていただくこ

とになると思いますが、一応そういう形でお願い

いたします。 

○佐藤委員 

 まだ具体的ではないですけど、そういう方向で

猶予期間の中で対応せざるを得ないということで

あります。 

 これは法律なので、やっていかないかんという

ことになってるわけで、そうした点では、財源が

どうのこうのというレベルの話を超えた話だなと

いうふうに理解してますけど、副市長、この点で

はどんな感想でしょうか。なかなか厳しい状況が

続くなというふうには思いますけれども。 

○清水副市長 

 将来の人数の把握、今、子育て会議のほうでも

議論をしていただいているところでございますけ

ども、いずれにしても、花山一つをとっても、こ

れは学校の施設を考慮しないとなかなか現実的な

話はできないということでもありますけども、こ

の辺は前回の教育長の答弁も、その当該学区の子

供の健全育成というそういう観点で話し合いをし

ていかなくてはいけない。その中では、一定の御

理解もいただけるのかなというふうには私自身は

思っているわけですけども、いずれにいたしまし

ても、今回のこの法改正によって５年生、６年生

が必須という状況の中では、この計画期間であり

ます５年間の中で何とかしていかなくてはいけな

い。それもさっき福祉子ども部長が言いましたよ

うに、できるだけ早くと、そういうことの考えな

がら、今後、施設整備については考えていきたい

というふうに思っています。 

○佐藤委員 

 それで、第９条の職員についてお伺いをしたい

んですけども、放課後児童支援の数は支援の単位

ごとに２人以上にすると。その１人を除き補助員

と、これをもってかえることができると、ちょっ

とこの辺、解説をしていただきたいなというふう

に思います。 

 本会議では知立市の場合は児童厚生員、保育士

資格のある方、臨時の方についてもそうした方々

なのかな、現在は、ちょっとわかりませんけれど

も、現状とこの条文との関係を御説明願えたらと

思います。 

○子ども課長 

 この支援の単位ごとに２人以上で、ただし１人

を除き補助員ということのところでございますが、

こちらについては、補助員をもってかえることが

できるということですので、２人のうち１人が補

助員という形になると思います、この条文の中で

は。 

 現状としましては、今、本会議でも福祉子ども

部長が答弁させていただきましたように、４人か

ら５人という形で現状ついてまして、厚生員が各

２人ずつおりまして、児童厚生員につきましては、

保育士または教員資格を持った方という形になっ

ております。臨時の方については、特にそういう

資格を持ってみえる方とは限っておりません。 

○佐藤委員 

 それで、ここのところの第９条のところで補助

員はそういう形だと。１単位がおおむね40名です

ので、１人はそうした資格ある方、もう一人の方

はそうじゃなくてもよいと、こういうことですよ

ね。 

 ただし、次の第３項のところから第１号から第

９号までありますけれども、これについて、第３

号については、なかなか難解な文章で、12年間で

すのでこの方は高校卒業の資格があればいいとい

うことでしょうか。その辺について御説明願えた

らなというふうに思います。 

○子ども課長 

 この第３号のほうの通常課程による12年学校教

育を修了した者というところでございますけれど
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も、こちらについては、高等専門学校の３年間の

課程を修了した方ということでございました。 

○佐藤委員 

 それで、もう一つは、第９号のところで高等学

校卒業者で２年以上の放課後健全育成事業に類似

する事業に従事した者と。類似する事業というの

はどういうことが考えられるかなというふうに思

いますけども、どうなんでしょうか。 

○子ども課長 

 こちらについては、ちょっとまだ承知しており

ませんが、恐らくこういった学童クラブというと

ころで児童厚生員というような形ではなく補助員

というような形で従事されたりとか、そういうよ

うな方を言ってみえるのかなと。申しわけない、

想像になってしまいますが。 

○佐藤委員 

 そうすると、現在は知立市では児童厚生員が２

名おって、その他については臨時と言われる方た

ちは特に児童厚生員でもないわけです。だけど今

回は、こうした形で第８号まで、いわゆる資格と

いいますか、経歴のある方じゃないとだめだとい

うふうに限定されるわけですよね。 

 そうなんですけども、全国の学童保育連絡協議

会は、この指導員についての新たな資格を、例え

ば保育士だとか先生、確かにその道のスペシャリ

ストで資格を持った方たちではありますけれども、

しかし、生活の場では学童保育という点では、ま

たちょっと違うではないかということから、専門

的な資格をというようなこともずっと運動を続け

られてきたわけですけれども、そうした関係の中

で、研修等あるわけですけれども、これで十分な

のかどうかということがよくわからないですけれ

ども、その辺についての認識だけこの点について

はお伺いしておきたいなというふうに思います。 

○子ども課長 

 これにつきましては、知立市としては、今現状

を申し上げましたように、保育士、教員というよ

うな方を児童厚生員としてその補助員というよう

な形になるのかなと思いますけれども、今回この

ような形で国のほうが示してきたものを出させて

いただいたんですが、これはあくまで知立市の今

現在の運用とは異なりますが、こうした形でも参

入ができるというような形の解釈でございます。 

○佐藤委員 

 それで、一応児童厚生員の方はそういう資格と

いうことですけども、支援員の方については、ち

ょっとしっかり読んでないもので、支援員という

のはどういう人なんでしょうか。 

○子ども課長 

 補助員は、今回私どものほうで申し上げますと、

支援員が児童厚生員で補助員が臨時の方というよ

うな解釈できるのではないかなと思います。 

○佐藤委員 

 臨時の方であっても、例えば知立市は今までず

っとやってきて、臨時の方も児童クラブでやって

るからね、経験があって、そういう意味合いでい

けば第９号のところに該当するような方たちかな

というふうには思いますけれども、そうした点で

の研修やそういうことについて、事故やそういう

ことのないように、今までもないわけですけど、

国が示した基準どおりでいいのかということにつ

いて、ちょっと私も判断できないですけど、新た

な学童保育クラブの資格とは何かということにつ

いて、もう尐し検討が要るのではないかなと。意

見だけです。 

 それから、もう一つお聞きしますけれども、第

13条の中で、第13号の第１項第４号ですかね、支

援の内容及び当該支援の提供につき利用者の保護

者が支払うべき額というようなことがここに載っ

てるんですけど、これについてはどういうもので

すか。 

○子ども課長 

 保護者が支払うべきという形では、利用料とい

うものが入っているのかもしれませんが、そのほ

うかにも、申しわけございません、今思いつくも

のがございません。 

○佐藤委員 

 支援の内容及び当該この支援の提供につき利用

者の保護者が支払うべき額という点で、何かなと

思って、今だと知立市は無料でやっておられるわ
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けですよね。工作代、おやつ代などが実費徴収に

なってるわけですけど、おやつ代や実費で現在や

ってるものだという解釈でこれはよろしいですか。 

○子ども課長 

 佐藤委員のおっしゃるとおり、そういうおやつ

とか実費で必要なものも含まれているというふう

に解釈しております。 

○佐藤委員 

 実費で必要なものも含まれてるということはお

っしゃるもんだから何かなというふうに思うわけ

ですよね。実費そのものだということで、おやつ

代と工作などのそういう材料費なのかなというふ

うに私は思いたいわけですけども、それは何かな

ということなんです。 

○子ども課長 

 おやつ代と教材費、保険料というものが、現在、

知立市の中では考えられるものでございます。 

○佐藤委員 

 おやつ代と保険料と、スポーツ保険みたいなや

つですかね、あとは工作代等の実費と、こういう

ことでよろしいですよね。一遍ここだけは確認し

ておきたいなというふうには思いました。 

 そういうことで、解釈が支援の内容及び当該支

援の提供についてとあるので、どうなのかなと思

いましたけど、それでよろしいわけですよね。 

 それから、もう一つですけれども、本会議でも

ありましたけれども、国の準則だということであ

りますけれども、ここの第17条の１日に８時間と、

平日については１日につき３時間と、これが最低

ラインだということではありますけれども、放課

後から午後６時半までとか、これは要綱の中では

現在の知立市の何時までになっているんですかね。 

○子ども課長 

 現在、要綱のほうでは第４条の運営の部分の第

４号になりますが、学校終了後から午後６時半ま

でとなっております。 

○佐藤委員 

 それで、またちょっと条例と要綱との関係が、

要綱行政はいかんとかいろいろあって、条例化で

きるものは条例化ということが言われてきたわけ

ですよね。今回この学童保育についても条例化し

たと。しかし、今の話でみると、当面この要綱と

要綱の現状が要綱で定まってるということで、条

例と要綱との関係はどういう関係なのかなという

ことを思っちゃうんですけども、どうなんでしょ

うか。 

○子ども課長 

 条例につきましては、最初にありましたように

最低基準という部分の考え方でございまして、現

状、知立市としましては、今のこの要綱のとおり

やっております。ですので、これを条例に合わせ

て下げるということは考えておりません。 

○佐藤委員 

 だったら今回こうした形で条例提案がありまし

たけれども、知立市の実態に合わせたものに、今

回はこうした形で提案をされてますけれども、要

綱の実態、知立市の現状に合うようなものに修正

する必要があるんじゃないかなという気がします

けれども、その辺はどうなんでしょうか。 

○福祉子ども部長 

 今の答弁の前に、先ほどの第13条の中の第１項

第４号のところ、当然当市においては利用料もな

しという形で今、子ども課長が申しましたように、

保険料だとかおやつ代を親御さんから徴収してと

いう形でやっておりますが、ここにある意味合い

的なものについては、ここの文面だけで言うと利

用料も入ってきますので、それは当然条例自体が

今は知立市は公設なんですが、今後民設というこ

ともあってということで条例も決めさせておりま

すので、尐しその利用料というもの入ってくるか

と思っておりますので、お願いいたします。 

 それと、今のお話なんですが、やはり先ほど言

った知立市にあった形、議会の質疑の中でも同じ

ような形であったような話でという形なんですが、

先ほど言ったように、知立市の今現在の形であれ

ばそういうのもあれなんですが、やはり今後そう

いったのも施設的なものというのか、そういった

のも出てくるかもしれないということも考えて、

先ほどから子ども課長が言ってるように、最低限

ということで御理解いただきたいと思っておりま
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す。 

○佐藤委員 

 民間が出てくるのでということでこうした包括

的なものにした。ただ、民間であろうと公立であ

ろうと、尐なくとも知立市内でそうした民間業者

が市に参入してきたら、知立市がやってる公立と

同等のレベルの保育が確保されなければ、それこ

そ保育の公平性というようなことが質の確保がな

されなければならないのではないかというように

私は思うんですよね。 

 それを考えたときには、民間業者の参入でもっ

て、民間業者ならこのレベルでいいですよという

話にしてはやっぱりいけないので、私は、この要

綱に沿った中身にすべきだなというふうに思いま

すけども、福祉子ども部長はそのように思いませ

んか。 

○福祉子ども部長 

 本議会の中でもお話しさせていただいたように、

基本的に条例についてはこの形をお願いさせてい

ただきたいということで、その中で規則並びにこ

ういった要綱の中でそういったものも定めていっ

て、知立市に合った形のもので、当然これより上

回るものについては、当然その形を継続していき

たいと思っております。 

○佐藤委員 

 先ほど民間が出てくるということで、先ほどの

保護者が支払うべき額と。福祉子ども部長は民間

ということもあって、これを入れさせてもらった

ということでよろしいですよね。わかりました。

それでということは解釈改悪はしないと、こうい

うことだというふうに受けとめましたので、よろ

しくお願いをしたいなというふうに思います。 

 要綱との関係で、要綱を下回らないようにした

いということ、これは最低基準だから要綱を下回

らないようにしたいということでありますけども、

ということは、この条例の中での最低基準につい

てありますけれども、さらに市の施策の中で条例

自体も今あるべき水準より下げちゃいかんと、向

上を目指せということですので、条例改正をしな

くても要綱上の中で保育水準を上げることは可能

だと、こういう論理ですか。 

○子ども課長 

 現状としましては、もう既にやっている事業と

いうのが最低基準というものを維持して、それを

下げてはならないという形と、あとは常に質とか

そういった内容の向上というものを目指していく

というような形になるかと思います。 

○佐藤委員 

 そういうことで、現在の要綱の水準を下げては

ならないということがこの条例の中でも担保され

てるということでありまして、ですからそうした

点では知立市は条例改正一々しなくても要綱の中

で水準を引き上げるということが可能だと。それ

が正しい運用の仕方かどうかは私はちょっとわか

りませんけれども、尐なくとも今の答弁は、要綱

の中で水準を上げることができると、こういうこ

とですよね。 

 だとするならば、先ほど言ったように、今現在

４年生のところが障がいを持ったとかそういうこ

とですので、可能なところについて、先ほど子ど

も会議の中で検討しますということありましたけ

ども、現状の中の要綱の中で、施設的に可能なと

ころは必要としている方について、望まれる方に

ついて４年生以上もこの要綱の中で対応できると、

こういう論理になろうかというふうに思いますけ

れども、そういう理解でよろしいですよね。 

○福祉子ども部長 

 佐藤委員のおっしゃるとおり、要綱の中でそう

いったのも今後できればそういった形で変えさせ

ていただければと、そういうふうに考えておりま

す。 

○佐藤委員 

 ぜひですね、条例と要綱というのは関係がよう

わからないんですけど、ただ、知立市はそうした

形で対応したいということですので、一応その部

分についてはわかりました。 

 この放課後こども教室について、今、福祉子ど

も部長が答弁された中身、施設の問題、水準の問

題、林市長、今の答弁でよろしいかと思いますけ

れども、市長の感想というか認識を最後お聞きし
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たいなというふうに思います。どうでしょうか。 

○林市長 

 国のほうで６年生まで放課後健全育成事業とい

うことの努力義務ということで課してまいりまし

た。私どもそれに向かって着実にやっていくわけ

であります。 

 手順としては、まずは花山児童センター、そし

て来迎寺の施設整備をやっていく。その後に６年

生までの拡大、そういったことになろうかと思い

ます。その中には、調整としては教育委員会との

調整、また財政というのもありますので、そのあ

たりもしっかりと見据えて着実にやってまいりた

いと考えております。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第48号について、挙手により採決します。 

 議案第48号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第48号 知立

市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の件は、原案のとおり可決す

べきものと決定しました。 

 ここで午後１時まで休憩します。 

休憩 午前11時56分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後０時58分 

○稲垣委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○福祉子ども部長 

 午前中審議いただきました議案第48号の答弁の

中で、１点訂正をさせていただきます。 

 この条例と要綱という話の中で、私のほうで現

在、実施については現要綱のほうという形でさせ

ていただきました。 

 その中で、民間施設の場合についても要綱のほ

うでという形でお話ししてしまいました。要綱に

ついては、今現在の公設の部分について規制する

ものであって、民間の施設については要綱のこれ

が及ぶものではありません。やはり民間について

は、この条例で規制していくという形になってき

ますので、その部分について訂正させていただき

ます。どうもすみませんでした。 

○稲垣委員長 

 議案第49号 知立市家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例の件を議題とし

ます。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高木委員 

 １つだけ、初歩的で申しわけないとは思います

けれども、まず、この家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例なんですけれど

も、今ある認可外保育園とは全く別物ということ

なんでしょうか。 

○子ども課長 

 こちらの家庭的保育事業等のということで、対

象としては３歳未満児が対象になるんですが、こ

れについては公定価格というような形で、今、保

育園でいいますと保育単価での国からの補助があ

る形、国２分の１、県４分の１、市負担でという

形の保育単価での給付があるわけですが、今度公

定価格という名前に変わりまして、この家庭的保

育事業についてはそれの対象になるということで

ございまして、現在の認可外保育というのは、そ

うした対象にはなっておりません。 
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○高木委員 

 そうしますと、ここの事業の中には今の認可外

というものは全然別枠で公定価格というものがま

た別に設けられるというふうに解釈すればいいん

でしょうか。 

○子ども課長 

 認可外のということですか。認可外については、

従来と同じような形で、県への届け出制の施設と

なっております。 

 したがいまして、そういった保育単価というよ

うな特にそういった形での給付の対象ではござい

ません。ですので、公定価格の対象となるものは、

この家庭的保育事業とか、あと、県のほうが定め

ます認定保育園とか保育所とか、そういうような

ところでございます。 

○高木委員 

 この認可外の保育所というのはここへ置いてお

いて、今回できるこの家庭的保育事業というのは、

これは市が運営するというのか、これはどこが許

可するというか、それはどこになるんでしょうか。 

○子ども課長 

 運営については、いろんな参入をということが

ありまして、民間参入もできますし、市のほうが

やられるところもあるかもしれませんが、当市と

しては考えておりませんけども、そういった民間

のやっていただく事業になりまして、こちらにつ

いては許可と確認という行為が、これはこちらの

ほうの条例でなく、あとの第50号のほうの条例の

関係にはなるんですが、認可と確認というものが

必要になります。それは市が行います。 

○高木委員 

 今これは目的というのは、やはり待機児童の目

的ということなんでしょうか。それはどういう目

的でこれを進められるんでしょうか。 

○子ども課長 

 国のほうが子ども・子育て支援制度という中で

待機児童の解消とか、多様な参入といういろんな

ことが言われて、私も細かいところは理解できて

ないところがございますけども、そういった形で

いろんな参入の事業者のほう入っていただいて、

待機児童を解消しようというもので、特に待機児

童の多い３歳未満児に対して、こういった今回の

家庭的保育事業との設備及び運営に関する基準を

定める条例という対象になるところの部分を設け

た条例でございます。 

○高木委員 

 現在、知立市では、今回質疑でもあったと思い

ますけど、今何人の方が待機児童ということにな

っていますでしょうか。 

○子ども課長 

 今現在、全部で24人という形になっております。

ゼロ歳６人、１歳17人、２歳が１人ということで

す。 

○高木委員 

 先ほど知立市としては考えていないというお話

だったんですけれども、今現在24人の待機児童の

方がおみえになる、これからもひょっとしたらふ

えるであろうというようなことは予測されません

でしょうか。 

○子ども課長 

 また今現在これだけの方がみえるので、また今

後もふえないとは申し上げられないと思います。 

○高木委員 

 この中を見ますと、非常に家庭的保育事業とい

うことで、読んでいてもすごいなというか、こん

なふうに開くことができるのかとか見させていた

だいたんですけれども、実際知立市としてはふや

していきたいという希望があって、私、読みます

と、第５章のところの事業所内保育事業などは大

いに実施していただけたら、今、知立老健なんか

だと保育所を自分のところでやってみえるんです

けども、こういうところがどんどんふえて、ひょ

っとしたら知立市役所でもこういうところをつく

られて働かれる市の職員の人たちの助けになると

いいなというふうに思うんですけど、どうですか

ね、モデルケースみたいに知立市そういうことを

やられるということは、そんなこと思ってこの条

例を出されていると私はすばらしいと思うんです

けど、その辺はどうでしょうか。 

○子ども課長 
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 この条例に関しては、出させていただいたのは

そういった背景はございますけども、今後こうい

った中で民間の方の参入がしていただけたらなと

いう思いで出させていただいております。 

○高木委員 

 それで１つ、この条例が制定された場合には、

何か市としてアクションを起こされるのかどうか

ということだけお聞きして質問を閉じたいと思い

ますけど、市長、どのようにお考えでしょうか。 

○林市長 

 この条例は、国の待機児童解消でありますとか、

いろいろな保育事業の参入を認めていこうという

ことの一環で、国の方針のもとに条例を出させて

いただいております。 

 市としてどういうふうにやっていくかというこ

とは、まだ今の段階では考えていないわけであり

ますけれども、子ども・子育て会議がございます。

その中で、先ほどの放課後児童健全育成事業もそ

うでありますけれども、トータル的にこれから知

立市の子供たちの健全育成のためにどういうふう

に施設はあるべきか、どのように事業に参入して

いただくべきか等々やはり計画的に着実に実行し

ていなければいけないと考えております。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 今度の保育の改革というか、教育の改革といい

ますか、子ども・子育て支援ということになりま

したけれども、児童福祉法の第24条の第１項の中

で、保育所についてはここが大変大きな課題とな

ったわけですけれども、市町村の保育責任、実施

責任が残されたということでありますけれども、

一方では、この第24条第２項という形で家庭的保

育などを含めて、市町村が実施責任を負わないと

いうものもできたというふうに私は理解してます

けど、こういう理解でよろしいでしょうか。 

○子ども課長 

 これは、子ども・子育て関連３法の中で関連法

で整備改正がされた中で、こうしたものが出てき

ておりますので、その中で国の示された基準に従

いまして設備及び運営に関する基準を定める条例

を出させていただきました。 

○佐藤委員 

 それで、市町村としては実施責任がないという

ことだと思うんですね。児童福祉法の第24条第２

項ということだと思います。まずそこを確認させ

てください。 

○子ども課長 

 第24条第２項でございますけども、こちらにつ

いては市に保育の実施ということで措置を講じな

ければならないということが書かれております。 

○佐藤委員 

 措置を講じなければならないというだけの話で、

措置の範囲は具体的にこうした家庭的保育に対し

て市町村が果たすべき役割、何ができるのかとい

う点はどうでしょうか。 

○子ども課長 

 今現在、知立市ですと子ども園、幼稚園という

のがございません。保育園だけでございますけど

も、その入所の際に保護者の方からお申し込みい

ただいて利用調整をさせていただいて入園という

のはできるだけさせていただくような形でさせて

いただいております。 

 今後、新制度になって手続というのは尐し変わ

るところもございますが、基本的に同じような流

れがとっていけるというふうには考えております

ので、その利用調整をしながら皆さんの保育の御

希望をかなえていくような形でいきたいと思って

おります。 

○佐藤委員 

 児童福祉法の第24条第１項の中では、市町村の

保育の責任ということが残されたわけですよね。

その点については公立保育所、民間の保育所、委

託という形で実施責任があると。 

 しかし、これらの家庭的保育については、第２

項の中で保育の責任、いわゆる実施責任は求めて

ないということで、確かに保育の必要を認定をし

たりそういうことはありますけれども、最終的に

は行政としてそこの保育責任を負うわけではない

わけですよね。私はそう理解してるんですけど、
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違いますでしょうか。 

○子ども課長 

 今、今度の新制度におきましては、国の制度の

ほうとしては施設との直接契約と。保育園につい

ては市との契約ということで、その他の部分に関

しては施設の直接契約という形がございますけど

も、またその中では利用調整という中で市のほう

が極力保護者の御希望をかなえて、そういった調

整をさせていただいて御希望をかなえていかなけ

ればならないようなことが書かれておりますので、

そういったところについて、御希望のところが必

ずしもあいてるとは限らないんですが、できるだ

けそういう御希望に沿うような形で施設へ入れる

ような形で直接契約とは言いながらも御協力のほ

うをさせていただく形になるかと思います。 

○佐藤委員 

 これは保育所と保育を必要としている保護者の

方が契約と。直接契約するわけですので、市町村

としてその契約の決定権はないと、そういう意味

合いにおいて実施責任はないということになると

いうふうに私は思うんです。 

 それで、もう一つ、先ほど高木委員が言われま

したけれども、現在、知立市には認可外保育所は

幾つあって、さらにここは事業所内保育所という

ものがこの中でうたわれてますけれども、知立市

内には今現在幾つあるんでしょうか。 

○子ども課長 

 現在、私どものほうで県へそういった報告等さ

せていただいて、直接届け出をしていただくんで

すが、調査等は市を通して調査のほうが入ってお

りますので、その件数というのが５件ございます。 

○佐藤委員 

 ５件というのは、いわゆる一般の認可外保育所

と保育施設というのかな、事業所でやってる保育

施設、内訳はどうですか。 

○子ども課長 

 事業所内と言われるものは、今現在２つござい

ます。 

○佐藤委員 

 そうすると認可外が５つあるということで、２

つが事業所内と。そうすると３つが一般的な認可

外保育所ということになりますよね。 

 これについて５つあるうち、この許可と確認と

いう行為を通じて、こうした今回の条例に当ては

まる、最低基準ですけど、当てはまるような保育

の参入がこれらの引き続き認可外でいくのか、そ

れともこうした形で家庭的保育の内訳の中に参入

してくるのか、その辺の見通しはどうでしょうか。 

○子ども課長 

 これは事業者の選択という形になりますので、

この基準に従って認可というものと、あと、確認

という形をしていただくわけでございますが、恐

らく認可外の方も、こういった今現状の認可外で

すと私ども補助させていただいておるところが２

つございますけども、そういった運営等を考えま

すと、恐らくそういった形で手は挙げてこられる

ところがあるんじゃないかというふうには思って

おります。 

○佐藤委員 

 それで、今現在そうした形で補助をしていると

ころが２つあると。それから、事業所が一般的な

ところが３つがあって事業所が２つということで

すけども、保育士の配置はどのような形でやられ

ているか把握してるんでしょうか。 

○子ども課長 

 保育士については、県の認可外の基準というこ

とを満たせばいいということで、全部今の保育士

でなくてはいけないという形になっておりますけ

ども、個々の職員配置については、現在把握して

おりません。また後でお知らせします。 

○佐藤委員 

 県の基準だということでありますけど、その基

準の内容は、認可外とはいえども保育士を配置し

なければならないというふうになってると思うん

ですけれども、それはどうでしょうか。 

○子ども課長 

 保育士の配置基準というのは、今回の家庭的保

育であげている子供との人数と割合に関しては同

じでございまして、乳児が３人に対して１人、１、

２歳児が６人に対して１人、３歳児が幼児20人に
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対して１人、４歳児以上が30人対して１人という

形になっておりまして、保育士の割合は半分以上

であったかと思いますが、ちょっとまた後でそこ

は確認させていただきたいと思います。 

○佐藤委員 

 現在、認可外といえども子供たち、今割合が出

されましたけれども、保育士が認可外といえども

保育に当たってると、こういうことだというふう

でよろしいですか。保育士以外の方が保育に当た

ってるという現状ではないですよね。 

○子ども課長 

 まず、先ほど私も実際に保育士が各施設何人と、

全員が入ってるかどうかというのは、申しわけご

ざいませんが承知しておりません。その中で、保

育士が一定基準以上の割合を求められているとい

うことです。 

○佐藤委員 

 一定基準以上ということは、全て保育士でなく

てもいいと、そういうことにも理解できますけれ

ども、しかしながら、基本は保育士ということに

なるわけですよね。 

 今回、この中で家庭的保育事業においては保育

士が１人、家庭的保育者が１人おれば５人までい

いよと、こういうことですよね。 

 それから小規模Ａについては全員が保育士と。

Ｂ型については保育士が１人おって２人という形、

家庭的保育については研修を受ければいいと。そ

して居宅訪問についても保育士でなくてもいいと

いうふうになってますけれども、県の基準とあわ

せて見たときに、県の基準が妥当かどうかという

ことはともかくとして、尐なくとも県の基準、認

可外の方たちが今、保育をやってて、そしてそう

した方たちが新たに参入してくるということもあ

り得るわけですので、県の基準に照らし合わせた

ときに、こうした新たな施設について、それを下

回っているか上回っているかということを検討さ

れたことはありますでしょうか。 

○子ども課長 

 その辺の比較は特にはしておりませんが、大体

同じだなというふうに認識はしておりました。 

○佐藤委員 

 大体同じはいいですけど、わかればぜひ教えて

もらいたいなというふうに思うんです。現在の認

可外保育の基準が今度、認可と許可を得て、いわ

ゆる認可ということになるわけです。許可と確認

ということで認可保育園になるわけですよね。こ

れらの施設については、今回最低基準を定めて。

認可外のときよりも認可になった家庭的保育の水

準が保育士という基準の中で下回るようであって

は、やっぱりいけないと思うんですよ。ですから

私は、そこのところを、時間がまだありますので、

わかればぜひ教えもらいたいなというふうに思う

んです。 

 現在、知立市でも新たにいろいろ背景があるに

しても、認可外の保育所が知立市には３つあり、

一般的な保育所が３つあって、事業所内が２つあ

ると。これらの施設がこうした法整備がされて、

こうした条例ができて、民間参入という形になり

ますよね。しかし、民間参入になったときに、い

わゆる許可と確認という行為を通じて、この方た

ちが従来の無認可ではなくて、ちゃんと法定代理

受領もできるような仕組みの中に入ってくるわけ

ですよね、いわゆる認可になるわけですよ。 

 ところが、認可になったはいいけれども、認可

外のときの基準よりも今回の条例の中で定められ

た園児に対する保育士の割合、これが保育士資格

の持ってる人と今この中身を見てみればそうじゃ

ない方が、研修を受けた方でもオーケーですよと

いう中身になってるので、現在の認可外保育の中

で県の基準とされるものを下回るような最低基準

であってはいけないなというのが私の認識、問題

意識なんですよね。 

 ですから、そこのところの比較はされてないと

いうことを言われましたけれども、まだ時間があ

りますので、そこのところについてお知らせを願

いたいなというふうに思うんです。 

○子ども課長 

 また県のほうとの比較したものを、またお答え

させていただきたいと思います。 

○佐藤委員 
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 お願いします。 

 それで、極めて初歩的な質問で申しわけないで

すけれども、全て保育士で当たるところとそうじ

ゃないところ組み合わせがあって、また家庭的保

育者だけでもいいとかそうした形でかなり緩和さ

れた中身がこの中には盛り込まれてきたわけです

けど、そもそも保育士というものは、どういう資

格で、どんな能力が求められておるのか、その専

門性ということが子供たちにいい保育をやること、

安全をきちっと確保すること等を含めて、だから

こそ保育士という資格が必要で、そのことが配置

を求められているというわけですよね。公立保育

所において、知立市の保育所において、そうした

保育士の資格ない人たちはなれませんよね、いく

ら入りたくても。 

 しかし、今回は、特にＢ型、これは半分おれば

いいということ。小規模については保育士がいな

くてもいいと。さらに居宅型については保育士で

なくてもいいと、こういうふうになってるわけで

すよね。ですから私は、保育士というものは、そ

もそもどういう資格で、なぜ保育士でなければい

けないのかと、今までね、そこのところについて、

極めて初歩的で申しわけないんですれども、保育

士の果たすべき役割といいますか、資格について

の御所見がぜひお聞きしたいなと思うんです。 

○子ども課長 

 保育士は多くの方は学校で２年とかそれ以上の

学校で勉強し、実習もしてきて、経験というのは

尐ないんですが、そういった勉強というのはかな

り深くされてきている方で、そういう方が保育士

になって資格を取ってなっていただいているとい

う状況であると思います。 

 そういった方が今、知立市においても保育士と

いう臨時職員においてもやっていただくような形

になっておりますけども、そういったところを今

現在、現実的には保育士が不足して多くの保育に

対する人材を求められているということから、こ

ういった国のほうで出てきてるものではないのか

なというふうには思っております。 

○佐藤委員 

 それで、確かに子ども課長の言われるようなこ

ともあるんだろうとは思います。しかし、この点

について、保育士の配置について、国の最低基準

はこうしたものでありますけれど、上乗せをして

いるところもありますよね。例えば小規模Ｂ型に

ついては、保育士を４分の３にするとか、３分に

２にするとか、そうした上乗せをやってる、政令

市などではそうした対応をしてるみたいです。 

 さらには、居宅訪問介護事業について、ここに

ペーパーをいただきましたけども、とりわけ１対

１を基本とするんですよ。そして、ここで言って

るように集団保育が著しく困難だというふうに言

われているんですね。こういう方たちに対してや

るわけで、そうした点では、国のとおりというこ

とでやりましたけれども、私はそれでほんとにい

いのかなというふうに、必要性の背景はわかりま

した。必要性の背景は子ども課長が言われました

のでわかりましたけど、その必要性の背景と保育

士の資格、役割というものは、また別問題ですよ

ね、これは。そこは折衷してこういう形にするん

だろうと思うんだけど、別問題なんですよ。子供

たちの発達保障と園での安全確保等を含めて、こ

れは別問題なんです。必要性から言えば、どんど

んこれは保育士じゃなくてもいいんですよ。量を

たくさん入れろという話になるんですから。 

 だけど、そこのところが今度の家庭的保育の１

つの大きな問題じゃないかなというふうに思うん

です。必要性についてはいいですけれども、こう

した保育士の配置が極めて薄められるという状況

について、どのような認識を持ってるか、ちょっ

と福祉子ども部長、その点の保育士が今度極めて

薄められるわけですよね。その辺についての認識

はどうでしょうか。 

○福祉子ども部長 

 佐藤委員の言われるように、今回ちょっとそう

いった中で指導する条件が緩んだという感じでし

ております。当然今、市の保育所については、保

育士を採用させていただいております。 

 私個人としましては、当然その研修だけでほん

とにいいのかとか、そういった部分は疑問を感じ
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ております。やはりそれはそういった専門の資格

がある勉強、それで国家資格を取った方たちです

ので、そういったものに対してやらさせていただ

く。 

 ただ、子ども課長の言われるように、やはり今、

需要は多いわけですが、それに対応する保育士が

尐ない、いないという現状があって、その関係も

あって待機も発生しているという状況もあります。

その中で、国のほうはそういった関係で若干研修

を受けた者でもということで若干緩めてるのかな

という感じはしております。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 私ごとで大変恐縮ですけれども、看護師も大き

な病院で看護学校を持っているところは看護師が

集まります。そうじゃない病院では、看護師はな

かなか募集かけても集まらないんですよね。だか

らといって看護師の配置基準を薄めて一般にして

いいということにはならないですよね、命を預か

るという点で。保育士も一緒だと私は思いますけ

ども、そうした認識は持たれますか。 

○子ども課長 

 佐藤委員のおっしゃるとおり、保育士は子供を

預かるということをしておりますので、命を預か

るということもさせていただいているものとは思

っております。 

○佐藤委員 

 私は、そうした点では、家庭的保育についても

そうですし、とりわけ小規模のＢ型については、

これは上乗せをして２分の１となってますけど、

４分の３とか３分の１とか、そうした形の上乗せ

がやっぱり必要ではないかと、私はそう思うんで

す。 

 小規模については、全員が６人から10人という

形でなるわけでしょう。５人のところもそういう

形ですよね。これ、このまま国の準則だからとい

って、これをこのままうたい込むのは民間参入す

ると。だけど、そこについては認可と確認はする

ものの、市の責任としては及ばない範囲なんです

よね、これは。公立保育所ならば及ぶんだけど、

児童福祉法の第24条２項なんですよ、これらの施

設は。だとすると、そこのところでもうちょっと

国の人員についての基準はありますけれど、上乗

せができるんですよね。上乗せができるとするな

らば、これはぜひそうした対応をしてほしいなと。

尐なくとも新たに今ない保育所なもんで、これは、

新たに知立市で行う、知立市で保育を受ける、事

業を行ってもらう、そういう人たちについては初

めから国の低い水準のところに合わすのではなく

て、そうしたものが必要ではないかと私は思うん

です。 

 私、これ修正しようということを言うわけでは

ないですけど、だけど、これでほんとにいいのか

と。先ほどの学童保育については、要綱で最適基

準、これは公立だからということですけれども、

尐なくともそうした点での問題が残るではないか

というふうに思いますけども、そうした点での改

善はできないんですか。私は、ぜひ改善を求めて

おきたいなというふうに思うんです。家庭的保育

については家庭保育者１人につき３人と。これも

１人も保育士がなくていいと、Ｃ型についてもそ

うと、そういうことです。居宅訪問型というのは

ありますけれども、特に集団保育が困難であると

認められる乳幼児というのは、どのような児童、

子供を指すんでしょうか。 

○子ども課長 

 第37条のほうでありますように、障がい、疾病

等重い方で集団保育ということができない方とい

う形になるかと思います。 

○佐藤委員 

 そういう子供こそ専門的な資格やそういうこと

を持った子供たちには必要じゃないですか。これ

になったから、すぐ事故が起きるとは言いません

けれども、昨今の１対１のベビーシッターという

こういう中で、いろいろ事件が起きましたよね。

尐なくとも小規模のほうは複数の保育者がおって、

複数の子供がおる。 

 しかし、居宅の場合については、そうした子供

であるにもかかわらず、密室の中ですよ、基準は

あるというものの。目が届かないということを思
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うと、これは保育資格のある人じゃなければ、こ

れこそいけないんじゃないかなというふうに私は

思うんですけど、実際にそういう保育が知立市に

参入するかどうか、やられる方がおるかどうかは

別です。しかし、それらの参入を見込んで最低基

準を定めるわけですから、これはいくら国がそう

いうことを言ったとしても、私は、そんな誰も目

の届かないようなところでやる保育が、やっぱり

保育士の資格なかったら、こんなの認めちゃいか

んというふうに私は思いますけどね。別にその方

たちが何かするということではないにしても、尐

なくともそういうことが必要ではないかと思いま

すけども、これは副市長、どう思われますか。私

は、そう思うんですよ。 

 尐なくとも上のほうは複数の保育士や家庭保育

者がおるような前提ですよね、子供たちの数やそ

ういうことから見ると配置せないかんと。しかし、

これが１人ということになると、極めてちょっと

心配だというふうに私は思うんですけど、どうで

しょうか。 

○清水副市長 

 御質問者の御指摘も私も、なるほどというとこ

ろがたくさんございます。今回の制度につきまし

ては、先ほど子ども課長も福祉子ども部長も申し

ましたように、現状の中で最低限の基準をつくる

中で需要を満たすというような考え方も底辺にあ

るのかなというふうに理解をしております。そう

いったところでは、確かにおっしゃるように、ど

の子にも保育士がきちっと当たるというのが理想

といいますか、本来の形なのかもしれませんが、

現在のそういう需要と供給の間でのこういった国

の制度ができたというふうに理解をしております。 

 今の居宅保育の関係でございますが、そういっ

たことで、これは特に保育資格を求めてはおりま

せんけども、他の関係の施設等々との連携を図り

なさい、そういったことも言っているわけでござ

いますので、必ずしも今、御質問者が御心配のよ

うな密室でいろんな支障があるというような状況

にはならないだろうというふうに現時点では思っ

ているところでございます。 

○佐藤委員 

 ならないだろうということで希望的観測で、連

携があるから大丈夫だということを言われました

けど、尐なくとも常時連携をしてるわけじゃない。

やっぱり複数の目がないということが一番の問題

だと、そういう意味でいけば、保育士の配置がど

うしても私は必要だというふうに思いますので、

需要と供給の関係ということで、確かに悩ましい

問題かもしれません。実態がどうか私もしっかり

つかんでるわけじゃないですけど、しかし、需要

の問題とそこの保育士の配置をし、子供たちの成

長に責任を負い、安全をちゃんと確保する、この

点から見たら、いずれについてもちょっと問題が

たくさんあり過ぎというふうに私は思います。 

 これも国のほうの法ができ、政省令も遅かった

ということで、学童保育のときも知立市独自で検

討する暇がなくて準則に従ってやったということ

なので、そうしたことが十分検討されてなかった

ですけど、今後これはまだ来年４月から施行です

けれども、直す余地は十分あるんじゃないでしょ

うか。 

 私は、尐なくともこのＢ型や家庭的保育につい

てもそうですし、このＢ型について、Ｃ型につい

て、居宅について、特にＣ型については１人も保

育士いなくてもいいなんていうのは問題ですよ、

家庭的保育についても。これは何とか改善できな

いんですか。これで出発したいということはよく

わかりますけれども、福祉子ども部長、どうでし

ょうか、これは。 

○福祉子ども部長 

 今回の条例については、先ほど今、佐藤委員の

言われるように、ちょっと時間のない中で、国の

基準をそのまま使わさせていただいているという

部分があります。今言われたように、気持ち的な

ものについては十分私も個人的な見解ですが、理

解させていただいております。 

 ただ、これについてどういうふうにしていくか

という話、今現在まだ手を挙げているところもな

いわけですし、どういうふうにしていくかという

こともありますので、それについては今後、研究
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課題という形でさせていただきたいと思っており

ます。 

○佐藤委員 

 条例はこういう形で出てきたんですけど、子ど

も・子育てではニーズ調査というものがあります

けれども、ニーズ調査の中でどういう施設を整備

していくかということの１つの課題ですけれども、

保育の質ということを考えたときに、子ども・子

育て会議の中でこのことは議題とはなったんでし

ょうか。どんな意見が出されたのか。議題となっ

たならば、どんな御意見が出されたのか、その辺

も含めてあったらお知らせ願いたいなというふう

に思います。 

○子ども課長 

 子ども会議の中で、子ども・子育て計画という

のを今、検討という形で委員の皆さんのほうへ出

させていただいてはおりまして、その中で、確か

に保育の質というようなものの表現がほしいとい

うようなことがありました。 

○佐藤委員 

 その程度のこの条例自体も子ども・子育て会議

の説明をされて、こうした保育士、家庭的保育者

の配置基準等を含めて審議をし、御意見いただい

たということでしょうか。 

○子ども課長 

 一応この９月とその前の７月25日の会議におき

まして、今回の条例のほうをこういうふうで出さ

せていただきますということで、委員の皆様に事

前に７月のときに出させていただいて、そのとき

に御議論いただくつもりではありましたが、その

前に計画というところを審議が長引きまして、そ

れが９月に持ち越しになりました。また９月４日

のときでしたけども、同様に出させていただきま

したけども、その前のところがやはりその計画と

いうところで時間が多く使われてしまいまして、

実際の中身のことについては審議がされておりま

せん。ですので、こういった形で議会のほうをあ

げていきたいという形でお話は委員の皆さんには

させていただいております。 

○佐藤委員 

 私どももこうした条例ね、次の条例もあります

けど、大変難しいんですよ、この一つ一つ、法何

条に基づいてだとか読み解くのにね、ざっくばら

んな話しかできなくて大変恐縮なんだけれども、

それでもそうした一番肝心かなめの問題について

どうかということを問題提起したんです。そして、

子ども・子育て会議の中で、このことについては

十分な議論ができない見切り発車なんですよ。 

 私は、今言ったような問題点、物わかりよく考

えるのではなくて、国はそう提起したけれども、

こうした背景があったと、こういうふうだという

ことをメリット、デメリットについて知立市の公

立保育の現状に照らし合わせたときに、ほんとに

いいのかということについて、子ども会議の皆さ

んが判断の１つの材料となるようなそうしたもの

もこの文案だけね、ペーパーだけ示されたって、

私ども、ほんとわかりませんよ。 

 そうした点では、そうした中でも十分審議され

なくて、なおかつここの場に出てきたと。そして、

保育に疎い私から見ても、大変これは問題だなと

いうふうに思わざるを得ない中身なんですよね。 

 そうした点では、これを差し戻せとは言いませ

んけれども、こうした点も指摘をされたことを含

めて、子ども・子育て会議にそうした議論を出し

ていただいて、よりよい条例にしてもらうという

ことが、今議会でこれが通ったとしても問題は残

るわけですので、子ども・子育て会議の中で、こ

の点についての修正を次の議会でするとか、全文

書き直さなくてもいいわけですので、そうした段

取りぐらいは子ども・子育て会議の中で私はやっ

てほしいなというふうに思うんですけれども、ど

うでしょうか。 

○子育て課長 

 現状としましては、今、子ども・子育て会議の

中では、先ほど申しましたような形になってしま

って議論というのがされてない状態にはなってお

りますけども、今回そういうふうで何とかお願い

したいと思っております。 

○佐藤委員 

 福祉子ども部長、これはほんとに大切な問題で
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す、ここのところはね。ぜひそうした点で、子ど

も・子育て会議に一遍この点について、ほんとに

これでいいのかという点で、需要と供給の必要性

ばかりではなくて、やっぱり子供の発達保障と安

全性確保の点で、皆さん率直な御意見くださいと

いう中で取り組んでほしいなというふうに私は思

いますよ。どうでしょうか。 

○福祉子ども部長 

 今回、子ども・子育て会議の中で議案が審議さ

れることなくということで時間がない中で、申し

わけありませんでした。 

 これについては、委員の方には全て資料的には

提供させていただいて、意見がある場合はという

ことでありますし、前回の子育て会議の中でも質

の問題というのも意見として出ているということ

もありますので、順次そういった中で、尐し検討

させていただくような形で進めさせていただきた

いと思っております。 

○佐藤委員 

 ぜひそうした点について検討していただきたい

というふうに私は思いますけれども、ぜひやって

ください。 

 これは子ども・子育て会議の今後のスケジュー

ルはどのような形、来年のほかにも保育料の徴収

条例などもこれからですよね、公定歩合も示され

てない中でこれからということになりますけれど

も、ほかの条例も準備せないかんということで大

変ではありますけれども、一番肝心かなめのとこ

ろで、やっぱりこれは大切なことですので、ぜひ

そんなこともしていただきたいと。 

 これは、次の子ども会議はいつぐらいにあるん

ですか。 

○子ども課長 

 次回の子ども・子育て会議は10月８日でござい

ます。 

○佐藤委員 

 ぜひ10月８日の子ども・子育て会議の中で、こ

れをひとつ提起してください。このペーパー１枚

ではだめです。議会からの指摘を踏まえ、保育の

実施責任を公立保育ではやりますけど、今度は実

施責任はないので、民間ですので、民間に全てお

任せなんですよ、最低基準の中で。ですから、し

っかりと担保するためには、やっぱりそのことが

とても大切じゃないかなと。ですから、担当者と

してそうした懸念についてもちゃんとお伝えして

審議をしてもらう、そして、よりよいものにして

もらう、このことが大切だなというふうに思いま

す。 

 それで、もう一点聞きますけれども、給食につ

いて、いろいろこの前もありましたけれども、ど

のような形になっていくのかお知らせください。 

○子ども課長 

 給食については、原則自園調理という形でござ

いまして、連携施設というところで、第16条のと

ころになるんですが、連携施設からの搬入、また

は家庭的保育事業者と今回の地域型保育事業にな

るんですが、その同一法人、または関連法人が運

営する事業、もしくは事業所内保育所が行う事業

所、社会福祉施設、医療機関等のほうで搬入して

もいいですよということが出されております。 

○佐藤委員 

 原則は自園調理ですけれども、そうした連携を

とってるところなどを含めて外部搬入も委託もオ

ーケーだよということでありますけど、例えば私、

よく読み込んでなくて大変ですけども、連携以外

のところではだめだということですよね。一般的

な民間の業者の弁当業者が参入するということは

できないということですよね。 

○子ども課長 

 あくまで外部搬入は今申し上げたところだけで

して、外部の調理業者がもし参入するとすれば、

施設内での調理業務を請け負うという形は可能だ

ということになっております。 

○佐藤委員 

 私は基本的には自園調理で、ですから自園調理

が基本だというものの、外部参入、連携施設など

からも搬入するから調理室持たなくてもいいとい

う規定もありますよね。いわゆる調理できる設備

があればいいと、こういうことです。 

 それで、もう一つお聞かせ願いたいんですけど、
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これも中島議員が言いましたけれども、小規模保

育所のＡ型について、建屋は４階以上という形に

なってますよね。それから、小規模保育所Ｂ型に

ついても４階というのはありますけれども、これ

についても３階、４階が可能なのはどういう保育

所ですか、ここで規定してるのは。 

○子ども課長 

 どういったという形ではなく、一応Ｂ型につき

ましても準用というものが第28条に対してはあり

ます。Ｂ型の場合ですと、第32条のところで準用

というのがございますけども、そちらのほうにつ

いて第28条の規定について準用するということも

入っております。 

 そうした中で、この今回４階というところは一

部改正されて、国の児童福祉施設の設備及び運営

に関する基準というのがありまして、そちらのほ

うに入っているものがこういった形で入っており

まして、４階の避難のところが現状と比べると支

援法の施行に合わせて一部改正されて、今のこち

らにあるような形になっていくというような形に

なっております。施設としては、特にどの施設が

どうとかというようなのはございません。 

 先日、中島議員がおっしゃってた屋外傾斜路と

かその辺の分を確認させていただいたところなん

ですが、こちらについては、ほかにもありますけ

ど、２階の避難用の３のところですね、屋外傾斜

路またはこれに準ずる設備というのがございます

が、この屋外傾斜路についてはスロープというこ

とでございました。建築基準法のほうで確認させ

ていただきました。 

 それと、これに準ずる設備というのは、これが

非常用滑り台でございました。４階については非

常用のこれに準ずる設備という形のものがついて

おりませんので、滑り台はございません。 

○佐藤委員 

 準用という形で、どこにも厳密じゃなくて悪い

けども、しかし、３歳未満児という扱いを見ると、

基本が３歳未満児でしょう、家庭的保育について

は。保育士の配置については３人に１人とか、大

きい子供たちについては20人に１人とかそういう

ことですよね。いざ実際になったときに、３歳未

満児の子供たちで、３階のところから階段でおり

れるのかと、スロープで滑り台でできるのかと、

安全確保をそれでできるのかと。４階についても

スロープや傾斜路がないと、階段だと。特に４階

なんてことになったら、保育士がそんな形で面倒

を見れるんですか、現実問題。 

 私は、そう思ったら、いくら国の準用でも、こ

んな３階、４階を取り込むのは、これはだめです

よ、だめだと思います。こうした家庭的保育から

含めて、保育配置の中で、どのような組み合わせ

になるかわかりませんし、そんな中で、これがほ

んとに認めていいんですか。この条例で認めれば、

あるかないかは別にして、その土俵の中で駅前保

育だといって４階でやったり、３階でやったりと

いうことが認めるわけなもんで、いざ実際になっ

たときに、ほんとにそんな避難させることができ

るのかという、子供たちを。実際に例えば知立市

の子供たちを４階か３階のところへ連れて行って

避難訓練をさせたときに、保育士が、家庭的の配

置でできるかどうかやってみて、できるというな

らこれは盛り込むことがいいかもしれんけれども、

これは極めて危ないじゃないですか。それこそ子

供たちの命を保障するという点で大問題でないで

すか、これは。どうでしょうか。 

○子ども課長 

 今回４階の部分が来年度から改正されるという

ことを申し上げましたけども、そこの部分につい

て。 

○佐藤委員 

 なくなる。 

○子ども課長 

 今これについてるものがなくなるじゃなくて、

今度今の児童福祉施設の設備及び運営に関する基

準の中にはもうあるんですが、４階という部分が。

この４階の避難用の部分が４月から支援法に合わ

せて今のこちらに出てるような形に改正されてい

くという今なっておりますが。 

○佐藤委員 

 これは従わなくてはならない基準ではなくて、
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参酌基準じゃないですか、これは。知立市が条例

で定める場合は。 

 ですから、これは、３階、４階についてなくて

も別に構わないわけですよ。よそはどうか知らん

けど、知立市に参入してきたら３階、４階は知立

市の判断として、いざとなったとき、とてもじゃ

ないけど避難はできないということで、３階、４

階なくたっていいじゃないですか、参入してくれ

るならば。そうした３階、４階じゃない、より安

全な低い階での保育参入ができる仕組みにしてお

けばいいじゃないですか、知立市は何もやらなく

たって。国はこういう形で３階や４階から実際に

３歳未満児をこうした保育基準の中で避難訓練を

やって、これならいけるということでこんな出て

きたんですか。 

○子ども課長 

 この保育所における屋外階段の設置要件に関す

る検討会というのが昨年度、国のほうでありまし

て、その中で３月末までにまとめられた結果、こ

ういう形には変わってきておるんですが、その中

で、委員の意見としては、避難ということに関し

ても、当然避難階段ですので、お話が出ておると

いうのを拝見しまして、なれない非常用階段です

とふだん使わないので、定期的に訓練をしてやっ

ていく必要がありますよというような意見がされ

ておりました。 

○稲垣委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後１時59分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後２時08分 

○稲垣委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○佐藤委員 

 今、３階、４階、私はそういうふうに思うわけ

で、だから今の子ども課長の国のほうで検討され

たと、だから何遍も訓練を行うんだと、こういう

ことをおっしゃるんだけども、ほんとにこの保育

士の配置基準と階の高さと見たときに、３歳未満

児が訓練でほんとにうまくできるかということも

疑問だし、なおかついざ実際に地震だ、火事だと

いうときに、本当に非常時にそれに対応できるの

かという問題もあるんじゃないですか。 

 だとするならば、知立市に参入をされるこうし

た保育事業者に対して、前もって３階、４階など

を認めないと、そのぐらいのことは可能じゃない

ですか。これも今回の条例については、子ども会

議にも諮ってないということでしょう。この部分

もぜひ諮ってくださいよ、ほんとにそんな保育で

いいのかどうか。いざとなったとき、避難ができ

るのかどうか、これはいくら何でも国の準則どお

りにしても、これはちょっと問題があり過ぎです。

ぜひそうした点を見直しを諮ってやってほしいな

というふうに思いますけど、この点も子ども・子

育て会議の中で議論の俎上にのせていただけます

かね。 

○福祉子ども部長 

 子ども・子育て会議の中で、今、議員の皆様に

はこういった案件については資料的にはお渡しさ

せていただいてます。今現在、第１目標的なもの

で事業計画策定が迫っております。これについて

は、平成26年度に策定させていただくということ

もありますし、議会の議決事項でもあります。 

 こういったことで、尐しこれについても内部で

検討したあと、その中でどうしていくかというの

を再度、研究させていただきたいと思っておりま

す。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

○佐藤委員 

 この子ども・子育て支援法が制定されるに当た

っては、保育の質などを含めて知立市議会として

二度にわたって国に対して意見書を出してますよ

ね。 

 そうした観点から見ると、今回の条例提案、準
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則ということで最低基準だというものの、ほんと

にそれでいいのかなということが私は思いますけ

ども、できるものなら私はこうした保育士の配置

基準について、もしくは３、４階については議会

として修正するか、もしくは附帯決議をつけるな

りしたほうがいいんじゃないだろうかと。 

 この間、二度にわたって意見書も国に出してき

たというスタンスの中、ほかの皆さんも同意でき

る内容ではないかなと私自身は思うんですけれど

も、いかがでしょうか。 

○稲垣委員長 

 これで自由討議を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第49号について、挙手により採決します。 

 議案第49号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第49号 知立

市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の件は、原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。 

 議案第50号 知立市特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 それでは、ここところの第６条のところで正当

な理由のない提供拒否の禁止と、こういうふうに

あります。知立市が行う保育所、民間の保育所、

特別何とかと後ろのほうにありましたけど、これ

は保育の実施責任ということにもなりますけども、

それ以外のところについて申請をし、そして、認

定をされ、あとは公立保育所、民間保育所以外で

あれば何を想定しているのか、私ちょっとわから

ないんですけども、この条例というのは、いわゆ

る保育所とこの認定子ども園についての条例なん

ですか、私よくわからなくて、何を対象としてい

るのかなということで、そもそものところがわか

らなくて困ってるんですけども、どうでしょうか。 

○子ども課長 

 こちらの条例につきましては、特定教育保育施

設及びの前のこの部分が認定子ども園、幼稚園、

保育園を指しております。 

 そして、特定地域型保育事業というのが家庭的

保育等という前の第49号の条例に入る事業者の皆

さんのことでございます。 

○佐藤委員 

 そうすると、全てみんな入ってくるというわけ

ですよね。そうすると、公立の保育所及び民間の

認定子ども園などに移行しない現行の保育所でや

っていくものについては現行どおり保育の実施責

任と、民間は委託ということになりますけども、

その他については全て契約ということですよね。

申請をされ、そして認定で必要量というそういう

ものを決定をされて、直接申し込みをされると、

こういう形になるんですよね。 

 そうした中で、ここの第６条のところ、特定教

育保育施設は支給認定保護者から利用の申し込み

を受けたときは、正当な理由がなければ、これを

拒んではならないというふうにありますけれども、

正当な理由とは何を指すのかなということですけ

ど。 

○子ども課長 

 定員を上回ったりとかというような形で、同じ

くこの第６条の第２項ですか、そちらのほうにあ

りますように、利用定員の総数を超える場合にお

いては抽せん、申し込みを受けた順序により決定

する方法と特定教育保育施設の設置者の教育保育

に関する理念、基本方針等に基づく選考その他の

公選の方法により選考しなければならないという

部分にかかると思います。 

○佐藤委員 

 これについては、抽せんでやるか、その他の公

選の方法かということについては、その事業者に

委ねられるわけですよね。 
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 それで、例えば私、これ全部読んでないんです

けども、障がいを抱えているとか、そうしたこと

によって入所が断られたりとか、そういうことが

あってはいけないわけですけれども、こうしたこ

の規定の中で、ちゃんとそういうことが担保され

るのかどうかということですけども、これについ

てはどうでしょうか。 

○子ども課長 

 今ちょっと手元の資料が開けないんですが、施

設側のほうが保育できないという場合は保護者に

お話をさせていただいてということは可能だとい

うことが、たしかＱＡのほうであったかと思いま

す。 

○佐藤委員 

 そういうことで、そういった点では、例えば障

がいや性別等を含め、もう尐しそうしたことによ

っての申し込みを拒んではならないというような

記述があってもいいのかなという感じがしますけ

ども、その辺はどうですか。 

○子ども課長 

 もう一度お願いできますか。 

○佐藤委員 

 この正当な理由のない提供拒否の禁止という中

に、もちろんこうした形で担保されてるといえば

担保されてるんでしょうけれども、第３項の中で

保育の必要程度及び家族等の状況を勘案し、保育

を受ける必要が高いとみられている優先的に利用

できるように選考するものということがあって、

前第２条の規定でと明記した上で当該選考を行わ

なければならないと、こういうことがありますけ

れども、特別そうした点で障がいだとか性別だと

かそういうことを条件にして選考してはならない

よというようなそういうものだろうと思うけれど

も、そうした文言が入ってもおかしくないんじゃ

ないかなという気もするんですけども、その辺ど

うかなと。 

○子ども課長 

 障がいという形での選考ということでございま

すが、ただ、先ほど申し上げたのが、やっぱり施

設側ではどうしても無理だというようなお話の場

合のＱＡの話だと思いますが、現在ですと障がい

という形での療育手帳等、障害手帳というような

形の子供の受け入れをさせていただいております。 

 今度の制度の中では、今で言う実施の要件とい

うのがございますけども、それにプラス優先利用

というようなことの考え方が出てきておりまして、

これは指数等でちょっと点数をほかの人と入所に

比べて高くするというようなことが可能であると

いうことは出てきてはおりますが、そういうこと

は可能になるかと思います。 

○佐藤委員 

 わからないことばかりであれですけれども、利

用者負担額等の受領ということがここに第13条で

ありますけれども、第１項、第２項から第６項ま

でありますけども、ここのところをわかりやすく

説明してもらえたらなというふうに思うんですけ

ども。 

○子ども課長 

 後でさせてください。 

○佐藤委員 

 それで、公定価格というものがあって、給付を

受けて、自分が利用者負担額だけ業者に払います

けれども、そしてその給付が代理受領という形で

施設ができるとなってますけど、できない施設も

あるんですか、ここの中には。 

○子ども課長 

 代理受領については、今この制度そのものがま

ず基本は保護者が公定給付を受けるというような

形の制度でございますけども、今回、特定教育・

保育施設、特定地域型保育事業という形の認可と

確認を受けた事業者においては、法定代理受領が

受けることができるという形になっておりまして、

受けられない場合というのは、保護者本人がそれ

を拒否して、私が直接受け取りたいと。私が施設

に払いますよというようなことがあれば、そうい

うような形になるかと思います。 

○佐藤委員 

 そこのところがどうなのかなというところで、

例えば第43条のところで、受けられないというの

かどうかちょっとわかりませんけれども、第43条
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の第２項のところで、特定地域型保育事業者は法

定代理受領を受けないときって、受けられないと

いうふうにはなってないですけど、これは保育事

業者と書いてますね。さっき子ども課長が言われ

た、保護者が私が直接でも受けますよと。そして

保育所に払いますよと、そういう中身の規定をこ

こで言ってるということですか、先ほど子ども課

長の答弁は、第43条の第２項に該当するところが

そこになるんでしょうか。 

○子ども課長 

 そういう解釈でございます。 

○佐藤委員 

 それで、もう一つ教えてください。そこの第２

項の中で、ずっとありますけれども、当該特定地

域保育事業者が特定利用地域型保育を提供する場

合にあって法何条とずっときまして、基準により

算定した費用の額、その額が現に当該特別利用地

域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該

現に特別利用地域型保育所に提供する場合とは内

閣総理大臣が定める算定した費用の額が現にと、

非常に難しいので、このところをちょっと教えて

もらいたいなと思って、算定された額以外に何か

プラスアルファの保育サービスか何か受けたとき

にその差額を払うということなのか、その辺のこ

とはちょっと教えてもらいたいなと思います。 

○子ども課長 

 資料のほうで、ちょっとまだ今、開けてないん

ですが、特別なサービスという形で、通常の職員

配置を超えた配置であったり、何か特別なものを

やっていたりというようなことだとか、そういう

ようなことが国の定める公定価格というものを超

えた場合というような形のことがあったと思いま

す。 

○佐藤委員 

 そうすると、公定価格は保育でいくと標準的な

保育時間だとか短時間だとかありますけれども、

そうした時間だけではなくて別のメニューがよく

言われたのが、例えば保育園だけど勉強だとか英

語だとか教える別のメニューがあって、そうした

場合に、それとは別にそうしたものを徴収できる

ようなそういう仕組みが今度の中には入っている

んだろうと思うですけど、そういうことですかね。 

○子ども課長 

 そういうようなことだと思っております。 

○佐藤委員 

 いずれにしても、そうした形でいろんなメニュ

ーの中で運営がですね、公立保育所や民間の保育

所はともかくとして、認定子ども園だとか幼保連

携だとかそういうものが可能ですよね。可能な中

でそういうふうになってくるんだけど、そうする

と、そういうことを保護者の意向によってやる子

と希望されない標準的な保育の子と段差ができる

ような中で、一体的な保育や教育についてどうな

んだろうかというような指摘もありましたけども、

そうした点については、どのような認識を持って

るのかなということですけど、どうでしょうか。 

○子ども課長 

 もう一度。 

○佐藤委員 

 要するに、そうしたところによって子供自体は

同じように入所してくるわけだけども、そうした

メニューをサービス受ける子供と全部がプラスア

ルファのメニューなもんだから一律にやるわけじ

ゃないので受ける子供、受けない子供が出てきて、

そうしたところでの一体感というものがどうなる

のかなということもひとつ懸念されてたようなこ

とがずっとこの間この問題の中で議論になってき

たと思うんですけども、そうしたことはどのよう

な認識かなということなんです。 

○子ども課長 

 今のそういった特別なメニューによって受ける

子供と受けない子供が出てくるというようなとこ

ろにつきましては、それぞれの園の特色というも

のを考えられて、入ってみえる保護者の方が子供

を入れてみえる部分である部分ではないかなとは

思っております。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 
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 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第50号について、挙手により採決します。 

 議案第50号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第50号 知立

市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の件は、原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

 陳情第23号 憲法をいかして住民生活の向上を

求める陳情書の件を議題とします。 

 御意見などがありましたら発言をお願いします。 

○高木委員 

 陳情第23号 憲法をいかして住民生活の向上を

求める陳情書について、この陳情の目的は地域経

済の発展と、２番目に放課後児童クラブの質の向

上、改善、指導員の労働条件の確立、そして放課

後児童クラブの子供の適正規模を30人までとする

ということなど、知立市にとっても今まさに進め

ていかなければならない課題も多いと思います。 

 知立市には知立市中小企業振興基本条例が平成

25年４月１日に施行されましたが、このような陳

情のように、地域経済の発展ますます進んでいか

なければなりません。また、放課後児童クラブの

充実は、先ほども言いましたけれども、知立市の

課題でもあります。知立政策研究会としましては、

この陳情を賛成としたいと思います。 

○佐藤委員 

 それでは、私は、この陳情に賛成の意見表明を

したいなというふうに思います。 

 知立市においては、既に中小企業振興条例、基

本条例を策定をし、いよいよこれからが具体的な

施策が課題となっているということであります。 

 しかし、今回の陳情は、知立市が制定した、し

ないにかかわらず、他の自治体でもやっぱり同じ

ようにまだまだのところがあるので、そうした点

では、知立市として振興条例を国に意見をあげる

ことについてはいいことだなというふうに思いま

す。 

 さらに、学童保育については質の向上と、先ほ

ども議論になりまして、いろいろ意見言わせても

らいましたけれども、そうした点での改善と同時

に、この学童保育につきましては、公立だけでや

ってるばかりではなくて、民間のお父さんやお母

さんが共同運営でしている学童保育所も全国には

かなり多くて、そうしたところでは財政的にもさ

まざまな困難に直面しているところもあります。 

 そうした点では、やっぱりこうした趣旨を国に

伝えることは大切ですし、さらに適正規模の30人、

今回は国のあれは40人というふうになっておりま

す。40人でも大変なのに30人でできるかという御

意見もあろうかというふうに私は思います。 

 しかしながら、全国学童保育連絡協議会の中で

は、こうした点で一貫して１単位を30人というよ

うなことも言われてきました。国に対して、そう

した点も努力目標で地方議会が示していくことも

妥当なことではないかと、そんなことで賛成の意

見表明とします。 

○石川委員 

 私どもは、これは不採択でお願いいたします。 

 この陳情書は、どうも意味がよくわからない部

分があります。最後のところの冒頭の案内の中で、

貴自治体が以上の趣旨を踏まえて地方行政を推進

することを期待するということですので、期待し

てもらえばいいと思いますが、議会としては、先

般も既に中小企業振興条例を制定しております。

そしてまた、その間において不備な点は議会から

も指摘して変更はさせていただいている状況であ
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りますので、もう既にこれは実施済みであります。 

 それからあと、学童保育のことにつきましては、

一番最後のところに学童保育と放課後子ども教室

を一体化しないでくださいというふうに書いてあ

りますが、これはいずれは一体化しなければ大変

ややこしいものがあるんではないかなと思ってお

ります。 

 なぜこれ、２つに分かれているのか、国のほう

の施策もよくわかりませんので、一体化すべきだ

と思います。 

 以上で、これは不採択でお願いいたします。 

○杉山委員 

 公明党会派として不採択でお願いいたします。 

 今回この陳情者が求めていらっしゃる点、憲法

をいかして住民生活の向上を求める陳情書におか

れましては、１点に地域経済の発展化を図るため

のこういった中小企業振興条例の制定することに

関しましては、知立市は先ほどお話があったとお

り条例制定させていただいております。 

 学童保育の資質向上、これは今お話の今回の議

案にも出ておりますように、子ども・子育て新制

度のもとの資質の向上、そしてまた、保育の充実

という点では、まだまだ私たちも理解できてない

部分も先ほどの議論のようにあるかというふうに

思いますけれども、今ひとつこれは民間の知恵を

また借りながら、また保育の充実を目指してやっ

ていくという制度でもございますので、これから

さらに検討もしていただきながら、また市として

もそれを充実させていただきたいというふうに思

っております。 

 今回のこの陳情に対しましては、不採択でお願

いいたします。 

○稲垣委員長 

 次に、自由討議に入ります。 

 本件に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 それでは、これより採決します。 

 陳情第23号について採択することに賛成の委員

は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手尐数です。 

 次に、陳情第23号について不採択とすることに

賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手多数です。したがって、陳情第23号 憲法

をいかして住民生活の向上を求める陳情書の件は、

不採択とすべきものと決定しました。 

 陳情第24号 憲法をいかして住民生活の向上を

求める陳情書の件を議題とします。 

 御意見がありましたら発言をお願いいたします。 

○高木委員 

 陳情第24号 これは住宅リフォーム助成制度を

創設、充実というふうに書かれております。そし

て、地方行政を推進することを期待すると書かれ

ておりますけれども、住宅リフォームにつきまし

て具体的なことは全く触れられておりません。 

 現在、知立市では介護保険制度の利用者には住

宅改修事業が実施されており、高齢者福祉、障が

い者福祉においては実施されております。この陳

情の対象者を知立市民とするならば、住民の全て

が持ち家ではなく、借家の方もあり、リフォーム

の助成は全ての方にということにはかなうもので

はありません。 

 知立政策研究会といたしましては、住宅リフォ

ーム助成制度のこの創設を願う陳情に関し、反対

とさせていただきます。 

○佐藤委員 

 住宅リフォーム助成制度につきましては、今、

全国で600を超える自治体が地域経済の活性化と

いうことで地元の業者に工事を発注して住宅をリ

フォームする際に工事費の一定割合、もしくは限

度額10万円及び20万円などを設定してやってるわ

けです。県下では蒲郡市などがやって、大変な経

済効果を上げたと、こんなことは議会の中でも何

度も私も提案をさしてもらったわけですね。 
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 中小企業振興条例もできて、具体的な施策とし

て何ができるかということでありますけど、そう

した一環としてこの住宅リフォーム助成制度を提

案をさせてもらってきたという経緯もありまして、

ぜひ私は、採択をしていただいて、知立市でもこ

うした点で踏み込んでもらいたいなと、そんな思

いで賛成をいたします。 

 それから、先ほどの陳情ですね、私も知立市に

対する陳情ということを国へということでちょっ

と理解が浅かったなという点で一言申し述べてお

きます。 

 以上です。 

○杉山委員 

 陳情第24号に対しまして、不採択でお願いいた

します。 

 知立市におかれましては、耐震、また防災に対

しましても多種多様な助成制度を設けさせていた

だいております。今回この住宅リフォーム助成制

度、全国にもこういった制度をもっていらっしゃ

るところもあります。 

 しかしながら、この具体的な部分で大変問題点

もあるかというふうに思います。今回のこの件に

関しましては、不採択でお願いいたします。 

○石川委員 

 市政会もこれは不採択でお願いいたします。 

 この陳情書は、ほんとに陳情書とは思えないよ

うな陳情書でございますので、住宅リフォーム助

成を創設、充実してくださいと一言だけで、何だ

かよくわからない中身であります。こんなものは

不採択で結構だと思いますし、どこへ意見書を出

すのかということも載ってない。前の陳情でも言

いましたけども、提出先はどこだということも何

も書いてない。これは不完全な陳情書だと思いま

すので、全く論外でありまして、不採択でお願い

したいと思います。 

○稲垣委員長 

 次に、自由討議に入ります。 

 本件に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 それでは、これより採決します。 

 陳情第24号について採択することに賛成の委員

は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手尐数です。 

 次に、陳情第24号について不採択とすることに

賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手多数です。したがって、陳情第24号 憲法

をいかして住民生活の向上を求める陳情書の件は、

不採択とすべきものと決定しました。 

 陳情第26号 「（仮）手話言語法」の早期制定

を求める意見書の提出を求める陳情書の件を議題

とします。 

 御意見などがありましたら発言をお願いいたし

ます。 

○三宅委員 

 陳情第26号については、市政会を代表して採択

の立場の意見を述べさせていただきます。 

 意見書では2006年に国連総会で採択され、2008

年に発行した障害者権利条約で手話が言語として

国際的に認知された。国内でも2011年に改正され

た障害者基本法の条文に言語（手話を含む）との

一節が盛り込まれ、手話が言語と明記されたとし

ています。 

 さらに同法第22条では、国、地方公共団体に対

して障がい者の意見、疎通のための情報確保の施

策を義務づけていることから、手話は日本語と対

等な言語であることを示し、日常生活、職場、教

育の場で手話を使った情報の提供やコミュニケー

ションが保障され、社会に自由に参加できること

を目指す手話言語法を広く国民に知らしめていく

ことや自由に手話が使える社会環境の整備を国と

しても実現する必要があると述べております。 

 こうした国際的な社会経過と形成を踏まえて、

聴覚障がい者が学校などで手話を学ぶことができ、
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社会のあらゆる場面で手話を自由に使うことがで

き、聴覚障がい者に対して社会のあらゆる場面で

手話の情報提供やコミュニケーションを図ること

ができる、そのような社会の実現に向けて国もし

っかりと動くべきだと考えております。 

 以上で、陳情第26号については採択でお願いし

ます。 

○高木委員 

 陳情第26号に賛成の意見を述べさせていただき

ます。 

 こちらに書かれてありますように、手話をする

人たちを私たちは、なぜか好奇な目で見てしまっ

ているのではないかと思います。社会の一員とし

てコミュニケーションをとることができるように

していかなければならないと思います。 

 意見書にも書かれておりますように、言語とは

音声言語及び手話、その他の形態の非音声言語と

定義されており、手話は言語として国際的に認知

されていますと書かれております。平成23年の８

月には障害者基本法が制定され、手話が言語に含

まれることが明確化され、平成26年１月には批准

されました。手話も音声言語と対等な言語である

ことを理解し、自由にコミュニケーションがとれ

るようなできるような社会が早期に実現できるこ

とを望んで、知立政策研究会、この手話言語法の

早期制定を要望し、賛成いたします。 

○佐藤委員 

 私、恥ずかしながら、今回この陳情が出るまで

に国連総会において障害者の権利に関する条約、

この宣言及び手話、その他の形態の非音声言語と

定義され、手話は言語として国際的に認知をされ

ている、恥ずかしながら、私は知りませんでした。 

 きょう、意見陳述をされた中嶋宇月さんが、そ

うした手話によるバリアフリーといいますか、そ

ういうことがないゆえに病院でグローブみたいな

手袋をはめられて手すりにくくりつけられたと、

そうした痛ましいというか、無理解の中で、そう

したことが往々にして起きてるんだなということ

を聞きまして、そうしたものがもっと幅広く普及

をされ、理解をされていくことが必要だなという

ことを改めて感じました。 

 私も聾啞者の方と接したときに、手話もできま

せんし、幸い、口で読むようなことができる方が

みえたので尐しはできましたけれども、そうした

点では、そうした聾者だけではなくて、私たち自

身もそうしたことが尐しでも見につくような、そ

んな努力もしなければならないのかなというよう

なことも中嶋さんの話を聞き、改めて思ったとこ

ろです。 

 そうした意味においては、障害者基本法の中に

もうたい込まれたその流れを見れば、当然仮称の

手話言語法とどういうものがどういう形で包括を

されて、聾者だけではなくて一般の人たちとのコ

ミュニケーションが広がっていくのかわかりませ

んけれども、そうしたものが制定をされて、言葉

のバリアフリーといいますか、意思確認の意思疎

通のバリアフリーがより一層進むことを願いまし

て、この陳情に賛成をいたします。 

○杉山委員 

 陳情第26号に対しまして、採択の立場で意見を

述べさせていただきます。 

 本日は、意見書提出の陳情者の方が、ほんとに

手話を交えて、そして、私たちにはわからない部

分で通訳をしていただいて、この意見の陳情を述

べられました。 

 この手話言語法の制定を目指しての推進本部と

いう中でも、今シンポジウムとかフォーラム等で

も推進をされています。昨年はベルギー上院議員

の方もおみえになっての推進がされたようでもあ

ります。今回この国の制定と、後には地方自治体

で条例ともなっていただきたいということで、特

に７項目のこういったものが載っておりました。

手話を学ぶ機会の確保、また、手話を用いた情報

発信と、そしてまた、手話通訳者の確保、要請と、

学校における手話の普及、事業者の支援、聾啞者

の方々による普及啓発、そして手話に関する調査

研究等、そういったのも載せていただきたいとい

う旨の情報もいただきました。 

 私も昨年、東日本大震災でのときの聾啞者の

方々の避難の状況を映画化された映画の監督の方
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も聴覚障がいの方の映画の模様を見させていただ

きました。早くこういった手話言語法が国で制定

されるように求めたいというふうに思っておりま

す。 

 以上をもちまして、陳情の採択の立場でお願い

いたします。 

○稲垣委員長 

 次に、自由討議に入ります。 

 本件に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 それでは、これより採決します。 

 陳情第26号について採択することに賛成の委員

は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手全員です。したがって、陳情第26号 

「（仮）手話言語法」の早期制定を求める意見書

の提出を求める陳情書の件は、採択とすべきもの

と決定しました。 

 ただいま陳情が採択されましたのに伴い、意見

書の文案について御協議願います。 

 陳情第26号 「（仮）手話言語法」の早期制定

を求める意見書の提出を求める陳情書の意見書文

案につきましては、添付されている案文でよろし

いでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 御異議ないようですので、そのように決定しま

した。 

 提出先につきましては、添付されている案でよ

ろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 御異議ないようですので、そのように決定しま

した。 

 意見書の議案については、提出者は副委員長、

賛成者は委員長、議長を除く賛成委員として最終

日に議員提出議案として上程します。 

 以上で、本委員会に付託されました案件の審査

は終了しました。 

 なお、本会議における委員長報告の文案につき

ましては正副委員長に御一任願いたいと思います

が、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 御異議なしと認め、そのように決定しました。 

 以上で、市民福祉委員会を閉会します。 

午後２時52分閉会 

――――――――――――――――――――――― 
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